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平成22年4月6日（火）に第1回理事会の開
催に併せて、去る2月25日（木）に開催され
た第190回沖縄県医師会臨時代議員会にて当選
した宮城信雄会長他新役員に、新垣善一代議員
会議長より当選証が授与されました。当日の模
様と理事者職務分担をお伝え致します。

沖縄県医師会代議員会議長新垣善一先生か
ら当選証書を受け取った宮城信雄会長は挨拶の
中で、代議員会副議長を退任された高里良孝先
生、役員を退任された、幸地賢治先生、野原薫
先生、医学会長を退任された玉城信光先生に対
し、これまでの労を労う感謝の言葉を述べると
共に、新執行部並びに名嘉村博医学会長、田名
毅副医学会長と共に今後2年間頑張っていきた
いとの決意を述べました。

新執行部の副会長には玉城信光先生、小渡敬
先生のご両名、常任理事は真栄田篤彦先生、安
里哲好先生、大山朝賢先生、稲田隆司先生の4
氏が担うことになりました。

理事の職務分担は右記をご参照下さい。

当選証の交付式・第1回理事会
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第191回沖縄県医師会定例代議員会
－平成22年度事業計画、諸収支予算を承認－

去る3月25日（木）午後7時30分より沖縄
県医師会館（3Fホール）において、第191回
定例代議員会が開催された。

まず、新垣代議員会議長より定足数の確認が
行われ、定数59名に対し、43名の出席が確認
された。

定款第 34 条に定める過半数に達しており、
本代議員会が有効に成立した旨宣言され、議事
録署名人に那覇市医師会の友利博朗代議員、南
部地区医師会の玉城清酬代議員が指名された。

冒頭宮城会長から次のとおり挨拶があった。

挨　拶
○宮城会長

本日は、第 191 回定
例の代議員会を開催い
たしましたところ、代
議員各位におかれまし
ては、年度末で非常に
多忙な中をご出席いた
だきまして、衷心より

厚く御礼を申し上げたいと思います。

国民の期待を背に受けて、昨年の8月31日
の総選挙で民主党が圧倒的勝利をして、民主党
鳩山政権が発足をしました。それから早くも半
年が過ぎましたが、いろんな問題を起こしてい
ます。マニフェストを掲げて当選をいたしまし
たが、そのマニフェストを実行する過程でマニ
フェストを変えたり、いろんなことが起こって
いるということで、政権に対する信頼が揺らい
できているというような状況になっております。

特に普天間基地の問題ですが、選挙中、鳩山
さんは普天間飛行場の移設は、最低でも県外だ
ということを言って県内の民主党議員が全員当
選をしてきた。そういう過程の中で、今、普天
間基地の移設について揺れ動いている。国民が
最も望んでいるのは、医療政策、あるいは経済
政策であって、国民生活の安定を築くのが一番
国民が望んでいることだというふうに考えてお
ります。

4 月から実施される診療報酬改定の件です
が、前回の代議員会でも私は申し上げました
が、全体で0.19％のアップですが、しかし、実
際計算をするとほとんどゼロに近い診療報酬改
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力をしていただきました。これまでの功績に対
しまして衷心より敬意と感謝の意を表するとと
もに、今後とも引き続きご指導、ご助言を賜り
ますようお願いを申し上げ、私の挨拶とさせて
いただきます。ありがとうございました。

その後議事に移り、以下の議案について各担
当理事から説明され、全て原案通り承認された。
第 1 号議案　平成21年度沖縄県医師会一般

会計収支予算補正の件
第 2 号議案　沖縄県医師会共済会解散の件
第 3 号議案　沖縄県医師会会館建設特別会

計銀行借入の件
第 4 号議案　沖縄県医師会会費賦課徴収規

程一部改正の件
第 5 号議案　平成22年度沖縄県医師会事業

計画の件　
第 6 号議案　平成22年度沖縄県医師会諸会

費賦課徴収の件　
第 7 号議案　平成22年度沖縄県医師会諸会

費減免者の件　
第 8 号議案　平成22年度沖縄県医師会一般

会計収支予算の件　
第 9 号議案　平成22年度沖縄県医師会医事

紛争処理特別会計収支予算の件
第10号議案　平成22年度沖縄県医師会会館

建設特別会計収支予算の件　
第11号議案　平成22年度沖縄県医師会共済

会特別会計（清算事務年度）
収支予算の件

その他、当代議員会における質疑の要旨は次
のとおりである。

※第2号議案　沖縄県医師会共済会解散につい
ては、72～74頁をご参照下さい。

定だということだと思います。その中でも厚く
優遇されたのが大病院です。中小病院ももしか
したらマイナス改定になっているのではないか
と思います。特に診療所がマイナス改定の影響
を受けているのではないかと思います。次の改
定、これはもっと厳しい状況になると思います
が、そういうことがないような形で今から運動
していかないといけないと考えております。

さて、先般の代議員会において4月からスタ
ートする新執行部を選出をしていただきまし
て、感謝を申し上げたいと思います。

私は就任以来、地域に根ざした活力ある医師
会というのをモットーに掲げて、県医師会と地
区医師会との連携を強化して、地域住民から信
頼される地域医療を目指して会務運営に取り組
んでまいりました。3期目も引き続いて地区医
師会との連携を図りながら、沖縄の医療をよく
していくというのを目指して会務運営にあたっ
ていくつもりでおります。

後ほど平成22年度の事業計画の中で、玉城
副会長から具体的に説明をいたしますが、平成
22年度は地域医療再生を最重要課題と位置づ
け、医療連携、臨床研修事業、医師確保対策等
はじめ、諸事業を積極的に展開して地域医療の
充実発展並びに医師会活動の活性化につなげて
いきたいと考えております。医療を取り巻く環
境というのは、依然として非常に厳しい状況に
ありますが、役員一同、一致団結して県民の医
療を守るべくその職責を果たしていきたいと思
っております。代議員の先生方、会員の先生方
のご支援、ご協力をお願いを申し上げます。

本日は、私ども新執行部が4月からの会務運
営に際する重要な議案を上程しております。慎
重にご審議をいただき、ぜひご承認を賜ります
ようお願い申し上げます。

最後になりますが、これまで執行部の一員と
して活躍をしてこられました幸地賢治先生、3
期6年で理事・常任理事として活躍してこられ
ました。それから、野原薫先生は4期8年理事
を務めてこられましたが、今月末3月の末日を
もって退任をされるということになっておりま
す。先生方にはときにはご自身の診療、あるい
はプライベートを犠牲にされて会の活動にご尽
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1．代表及び個人質問
「日本医師会会長選挙における沖縄県医師会
執行部の対応について」

○山内代議員　
今、会員の多くの先

生方が非常に関心をも
っていると思う。近々
に行われる日本医師会
長選挙における沖縄県
医師会執行部、これは
執行部のほうがいいの

か、代議員の先生方がいいのか、ちょっと迷っ
たが、執行部でおそらく相談されているだろう
ということで、そういう表現になっている。

特に内容は書かなかったが、昨年の政権交代に
絡み、今回の会長選挙は従来とかなり様相を異に
しているのではないかと思っている。政局絡みが
非常に考えられ、その結果によってはいろんな問
題が起きてくるのではないかと想定している。

浦添市医師会の会員の先生方も沖縄県医師会
は一体どうするつもりなのか、どういう理由で
そうするのか。あるいは一括で投票するのか、
それとも別々にするのか、ちゃんと調べてきて
報告してくれと言われているので、質問をさせ
ていただく。
回答（宮城会長）

県医師会の執行部の見解ということだが、過
去、代議員が意思統一してだれかに投票すると
いうことはやってこなかった。いろいろ話し合
いはしてきた経過はあるが、自主性に任せてい
たというのがこれまでの経過である。今回につ
いても理事会で話をして同じような形でいこう
ということになったが、それぞれの代議員のも
とには3陣営からいろんな働きかけがあるし、
見解あるいは立場表明というか、マニフェスト
といってもいいが、そういうものが送り込まれ
てきている。それから運動員からも直接会って
いろんな話を聞いているし、実際は4人立候補
者がいるが、3人の立候補者の立会演説会も聞
いている。それを聞いた上で最終的に1人1人
が決めていこうということで、意思統一をする
ということはやっていない。

ただ、経過を見ると、九州医師会連合会は現

会長と次期会長が集まる合同の会議があり、そ
こで態度表明をしようと、3月22日の会長会議
で決めたことがある。それは九州ブロックから
常任理事2人を推薦すること。佐賀の藤川先生
と長崎の今村先生の2人の推薦である。それか
ら、副会長には福岡県医師会の横倉先生を推薦
する。これは九州ブロックとして推薦をしてい
くということになった。

会長選についてはどういう態度をとるのかと
いうことで協議したところ、森先生寄りの立場
で行動していこうという形で、九州医師会連合
会の会長会議は決まった。

そういう経過の中で、先ほど言った沖縄県医
師会の4人の先生がどういう態度をとっていく
かということは拘束はされない。それぞれの代
議員が決めていくということになっている。過
去もそういう立場を取っている。もちろん4人
でいろいろ話し合いはしていくつもりでいる
が、一本化する、これに強制するということは
ない。常識的な判断に任せていく。これは31
日のぎりぎりまでそういう態度をとっていこう
と思っている。ただ、どちらかというと、先ほ
ど言ったように九州は森先生のほうに流れてい
っているということである。
○山内代議員 決めていないということか。
○宮城会長 県医師会としては決めていない。

それぞれ決めているかもしれないが、私はも
う態度を決めて、やはり九州ブロックの団結を
とっていきたいと思っている。
○山内代議員 今回は、従来とはかなり様相
が異なる。従来の会長選挙に関しては、おそら
くどなたも意見をあまり出さなかったと思う
が、今回は今後に大きな影響があるので、やは
り会員としても沖縄県医師会選出の代議員の先
生方は一体どうするのかということを、知って
おくべきじゃないかと思ってこの質問を出し
た。先生のご意見は先生のご意見として、ほか
の3人の先生方はどうなのかということは、お
話できないということか。
○宮城会長 意見を統一するということは、
過去もやってこなかったし、今回もやらない。
○新垣議長 真栄田常任理事、お答えください。
○真栄田代議員 那覇市医師会から出ている
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ので、那覇市医師会の意見を大事にしたいと思
っている。この件については、理事会で検討を
行う。まだ、決まっていない。最終的には31
日に決めると思う。
○小渡副会長 私もまだ今のところは決めて
いない。立候補者の話を今聞いて、熟慮してい
るところである。それと、中部地区医師会がこ
ういう論拠でこの先生を推してほしいというご
依頼があれば、あるいは各地区医師会もこうい
う理由で地区医師会の総意として、この先生を
推してくれということであれば、そういう意見
もぜひ出していただきたい。
○玉城副会長 本来は私が代議員だが、実は
4月1日、政策参与の辞令交付があるので、安
里先生に代わっていただいている。私の意見は
安里先生に言うことはしていない。
○安里代議員 ただいま玉城副会長からもお
話があったように、これは代議員の代理のた
め、私の意見でよろしいかということの了解を
いただき、予備代議員ではあるが、今回は参加
することになった。したがって、中部地区医師
会の代表というわけではない。

私自身もまだ今のところ決めかねているとこ
ろである。4月1日まであと1週間弱、検討さ
せていただきたいと思う。

「自治体からの主治医意見書のあり方について」
○名嘉代議員

ご承知のように介護
保険事業に対しては、
多くの会員の先生方が
介護認定審査委員をさ
れたり、主治医意見書
を作成したりして協力
しているところである

が、主治医意見書は審査会において申請者の認
定結果に大きな影響を与える重要なものである
との認識のもと、日常診療にて多忙な合間をぬ
って作成しているが、ときおり申請者が期限間
近に迫った状況で来院される場合があるため、
主治医は期限内の提出が困難な事態にかかるこ
とが多々ある。

しかし、一部の自治体からは、現場の事情を

一切汲み取らず、請求書等により期限内の提出
を強く求めるケースが見受けられる。こうした
状況に鑑み、本会は自治体に対し、申請者への
早めの受診勧奨を徹底するよう呼びかけてもら
うとともに、ゆとりをもって提出期限の設定、
並びに強固に期限提出を迫るような姿勢に対し
て改善を求めたいと考えている。ついては、県
医師会より県当局を通じて、各市町村の担当部
局、介護保険連合会等に対し、下記の改善を求
めていただきたく県医師会のご意見を賜るよ
う、お願い申し上げる。

1．申請者に対する早期受診勧奨の徹底。こ
れは自治体からやってもらいたい。

2．主治医がゆとりをもって主治医意見書を
作成できる提出期限の設定。

3．強固に期限内提出を押し付けるような姿
勢を改めてほしい。

回答（小渡副会長）
主治医意見書提出については、去った平成21

年7月30日に開催された第2回沖縄県との連絡
会議において、県から市町村において申請から
認定結果が通知されるまでに30日を超過するケ
ースが多くあり、その理由の1つとして、主治
医意見書の提出の遅れがあるという指摘があっ
た。そして主治医意見書の迅速な記載、提出の
協力方についての要請があった。

そこで本会としては、昨年の9月の医師会報
に介護保険認定で医師がブレーキになることが
ないようにという記事を掲載して、主治医意見
書の早期提出に会員のご理解とご協力を呼びか
けたところである。

そういう中で、今般、南部地区医師会からご
指摘があったように、たとえ医師が主治医意見
書を早期に書くということで努力しても、確か
に利用者や保険者の都合によって、期限内に提
出がうまくいかないということは非常に遺憾で
ある。そういうことで、この解決策について
は、本日、県の福祉保健部長にお会いして南部
地区医師会から要望のあった3点について要望
をしてきた。今後この行方を見守っていきた
い。また、そういう事例があれば、医師会に言
っていただきたい。

今後もご協力よろしくお願い申し上げる。
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去る4月1日（木）、2日（金）の両日にわた
り日本医師会館において第122回日本医師会定
例代議員会が開催された。

なお、当代議員会の概要は以下のとおり。

第1日目（4月1日）
当日は定例代議員会に先立ち九州ブロック日

医代議員連絡会議が開催され、九州医師会連合
会前担当県として横倉福岡県医師会長から、九
州医師会連合会の諸行事が滞りなく無事終了す
ることが出来たことに対するお礼の挨拶があ
り、引き続き、議事運営委員として横倉会長よ
り、3 月27 日（土）に開催された議事運営委
員会で協議された当代議員会の運営について説
明が行われた。

定刻になり、仮議長に森下立昭氏（香川）が

選出され、仮議長より開会宣言が述べられた
後、出席代議員の確認が行われ、定数である
357名の代議員の出席をもって会の成立を確認
し、続いて森下仮議長より議事録署名人とし
て、鶴谷嘉武代議員（群馬）、福田稠代議員

（熊本）が指名され、議事が進行された。
先ず、議長選挙が行われ、定数1名に対し候

補者は1名、投票によらず石川育成氏（岩手）
を当選人と決定した。その後、副議長選挙に移
り、定数1名に対し候補者は1名、投票によら
ず藤森宗徳氏（千葉）を当選人と決定した。そ
の後、石川議長より8名の議事運営委員（各ブ
ロック）が指名され、役員選挙の進行を確認す
るため議事運営委員会が開催された。

なお、議事運営委員会終了後、会長選挙に入
る前に、愛知県医師会代議員から、出席者数に

日本医師会長に原中勝征氏が当選
－第122回日本医師会定例代議員会－

副会長　小渡　敬
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ついて、1人欠員になっている大阪府医師会の
日医代議員の枠を埋めるため、予備代議員が出
席していることについて指摘があり、石川議長
がこれに対し、規定により代議員が欠けた場合
は予備代議員が職務を代行することができると
なっていることから有効である旨説明したが、
愛知県医師会代議員から、初めから代議員が欠
員の場合は該当しないのではないかとの更に指
摘があったことから、急遽議事運営委員会が開
かれ協議が行われた。協議の結果、議長より、
大阪府医師会は2月に日本医師会へ日医代議員
1人の欠員を報告していることから、規定の代
議員が欠けた場合にはあたらないとし、予備代
議員の出席は認めないとして、出席者につい
て、定数357名中、出席356名、欠員1人の訂
正があり、改めて会の成立が確認された。

役員選挙
○会長選挙

定数1人に対し候補者は現職の唐澤祥人氏、
茨城県医師会長の原中勝征氏、京都府医師会長
の森洋一氏、京都府医師会員の金丸昌弘氏の4
人、選挙立会人並びに開票管理人の立ち会いの
もと投票による選挙が行われ、開票の結果、原
中勝征候補者が当選した。
※原中氏131票、森氏118票、唐澤氏107票、

金丸氏0票

○副会長選挙
定数3人に対し候補者は、唐澤、森両陣営か

ら推薦を受けた中川俊男氏（北海道）、横倉義
武氏（福岡）、内田健夫氏（神奈川）、原中陣営
から推薦された松原謙二氏（大阪）、吉原忠男
氏（埼玉）、多田羅浩三氏（大阪）、単独で立候
補した羽生田俊氏（群馬）、中嶋寛氏（三重）
の8人のため、投票による選挙が行われ、開票
の結果、中川俊男氏、横倉義武氏、羽生田俊氏
の3人が当選した。
※中川氏174票、横倉氏173票、羽生田氏165

票、松原氏151 票、吉原氏122 票、内田氏
97票、多田羅氏83票、中嶋氏41票

○理事、常任理事、監事、裁定委員選挙
続いて、理事、常任理事、監事、裁定委員の

選挙が行われ、常任理事選挙については、定数
10人に対し当初19人が立候補したが、会長選
挙の結果を受け2人が辞退したことから17人
で争われた。

立候補したのは、①唐澤、原中、森の3陣営
から推薦を受けた藤川謙二氏（佐賀）、高杉敬久
氏（広島）の2人。②唐澤、森両陣営推薦から
推薦を受けた今村定臣氏（長崎）、三上裕司氏

（大阪）、石川広己氏（千葉）の3人。③唐澤、
原中両陣営から推薦を受けた石井正三氏（福
島）、今村聡氏（東京）の2人。④唐澤陣営のみ
の推薦を受けた前田美穂氏（東京）、新田國夫氏

（東京）の2人。⑤原中陣営のみの推薦を受けた
鈴木邦彦氏（茨城）、樋口正士氏（福岡）、葉梨
之紀氏（神奈川）、石渡勇氏（茨城）、青木重孝
氏（三重）、千葉潜氏（青森）の6人。⑥森陣営
のみの推薦を受けた川出靖彦氏（岐阜）。⑦単独
立候補の保坂シゲリ氏（神奈川）であった。

理事、監事、裁定委員については、いずれも
定数内の候補者で投票によらず当選人を決定
した。

なお、選出された新役員等の陣容は以下のと
おり。

会　長　　原中　勝征（茨城）
副会長　

中川　俊男（北海道）横倉　義武（福岡）
羽生田　俊（群馬）

理　事　
鈴木　勝彦（静岡） 小森　　貴（石川）
池田　 哉（鹿児島）井上　雄元（千葉）
井戸　俊夫（岡山） 長瀬　　清（北海道）
笠原　 孝（滋賀） 小山田　雍（秋田）
大西雄太郎（長野） 宮城　信雄（沖縄）
鈴木　聰男（東京） 川島　龍一（兵庫）
森下　立昭（香川）

常任理事
今村　　聡（東京） 高杉　敬久（広島）
藤川　謙二（佐賀） 石井　正三（福島）
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三上　裕司（大阪） 今村　定臣（長崎）
保坂シゲリ（神奈川）鈴木　邦彦（茨城）
石川　広己（千葉） 葉梨　之紀（神奈川）

監　事　
伊東　潤造（宮城） 嶋津　義久（大分）
妹尾　淑郎（愛知）

裁定委員
舳松　　洋（東京） 鈴木　弘祐（千葉）
小谷　秀成（岡山） 福田　　孜（富山）
山本　光與（東京） 佐々木　繁（新潟）
島田　保久（北海道）佐々木義樓（青森）
油谷　桂朗（京都） 宮川　政久（神奈川）
秦　喜八郎（宮崎）

第2日目（4月2日）
代議員会に先立ち前日同様九州ブロック日医

代議員連絡会議が開催され、議事運営委員につ
いて、横倉会長が日医副会長に就任したことか
ら、蒔本長崎県医師会長が議事運営委員に就任
した旨報告があり、その後、日医副会長に当選
した横倉福岡県会長より「原中会長の下という
ことで皆さん複雑な思いはあったかもしれない
が、今後しっかりと日医は一枚岩だということ
を宣伝していかないといけない。原中会長から
第一副会長を指名され、これをお受けした。九
州ブロックの先生方のご支援をお願いしたい」
との挨拶があり、引き続き、蒔本長崎県医師会
長から、議事運営委員会で協議された当代議員
会の運営、代表質問・個人質問の順番等につい
て、代表質問に立たれる嶋田代議員（大分）、
個人質問に立たれる松田代議員（福岡）、髙原
代議員（長崎）より、質問項目の提案要旨につ
いて説明が行われた。

定刻になり、当代議員会が再開され、原中会
長から、会長に選出していただいて、今後の重
責を身に染みて感じている。自分のこれからの
日本医師会に対する考え方を述べさせていただ
くとして次のとおり挨拶があり、引き続き高久
日本医学会長より、「日本医学会の動きを原中
会長始めとする医師会執行部の方々とご相談申

し上げながら、医学会としての貢献をしたい。
日本医師会には日本全体の医師の考え方を国民
に表明する団体を目指してほしい」と挨拶が述
べられた。

原中勝征会長挨拶
これから強い医師会をつくるためにどうすれ

ばいいのか。開業医8万人、勤務医20万人と
いう日本医師会の医師偏在の問題をまとめて、
政治に対して専門家集団として物が言える医師
会にならなくてはいけない。

今回の民主党の予算編成に関しては、本来な
ら税金できちんと賄わなければならない政策医
療の分まで、医療費を使われてしまったという
ことに対して、大変、義憤を感じている。今の
ように経済が優先されて、本当の医療というも
のが後手に回されているような環境は絶対に見
直さなくてはならない。良い医療制度ができて
こそ、国民の安心と安全が確保される。もとも
と医療とは国民に対する命、健康に対する保障
を与える職業であると思う。ここをもう一度考
え直し、政府にゼロから考え直していただくよ
うな努力をしていく。

私たちの仕事は郡市区医師会、都道府県医師
会、この日本医師会と3層構造になっている。
日本の医師会活動で、この3層構造は必要なこ
とだと考えている。地元の学校医や産業医、予
防注射、休日診療や時間外診療、2次救急、慢
性疾患の病院、診療所の連携などを地域の医師
会がやっている。県の医師会ができないことを
地元の医師会が住民の方々と接しながら活動し
ており、郡市区医師会は絶対に必要だと思う。
また政治の実権が地方に分散され、県全体の医
療、広範囲のいろんな保険者団体も県単位にな
ってきていることから、そこでの交渉や、県政
での保健衛生の顧問や委員として活躍するのは
都道府県医師会だろうと思っている。日医は、
県や郡市区医師会のすべての動きを勘案して、
現実に先生方の医療活動、社会福祉活動を保障
していくよう大きな団体にならなくてはならな
い。そのために政府や担当課などとの交渉は重
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要だし、政府に設置された審議会などの場でき
ちんと意見を述べていくことが日医の仕事だと
思う。確かに、現在の日医は一般会員の声が届
かない。今後は、日医は1人1人の会員によっ
て構成されているという原点に戻り、1会員の
声も大切に聞くという医師会になっていかなく
てはならないと思っている。

医療費や医療制度の改革もそうだが、今まで
は示されて決定されたことにのみしか反論でき
なかった。これではいつまでたっても、私たち
の意見は国に反映されない。政府案を出す前に
相談を受ける医師会にならなくてはならない。
そうなることで、私たちが専門家集団として国
民のための医療を考えた上での判断でもって、
政府に助言ができるのではないか。

その後、横倉副会長から平成21年度の会務
報告が行われた後、引き続き議事3議案につい
て審議されると共に、ブロック代表質問（8題）
及び個人質問（11題）についての質疑が行わ
れ、日医の組織改革や日医役員選挙の見直し、
公益法人制度改革に係る質問が相次いだ。

日医の組織改革については、原中会長は、急
激に勤務医が多くなった時代に対応できていな
い。勤務医が積極的に日医に入ってこなければ
全ての医師の意見ということにはならないとい
う基本的な考え方は重要であると述べ、すべて
の医師が参加できる組織づくりを喫緊の課題と
位置づけた。また、中長期的な展望として、医
師免許を持った人は全員医師会に入るといった
ような制度ができないかとういことを考えてい
きたいと述べた。その他3層構造の変革を臨む
声に、現在の3層構造を崩すことが必要とは思
わない。県医レベルで勤務医の直の意見を聞く
機会を持たなければならないと考える。代議員
メンバーの比例の問題もあると述べた。また、
三上常任理事は、勤務医の目を日医に向けても
らうために、積極的に勤務医向けの事業を行
い、関心を高め、入会を促進したいと述べ、一
方、医師会の入退会などの手続きの煩雑さが入
会を阻害していると指摘、手続きの簡素化に取

り組んでいきたいと述べた。
日医役員選挙の見直しついては、会長選挙に

ついて全会員の直接選挙の提案があり、中川常
任理事は、10年前に「未来医師会ビジョン委
員会」の委員長として日医の会長選挙をインタ
ーネットを利用した直接選挙にすべきと提言し
た。その考えは今も揺らいではいないと述べ、
医師会組織強化につながるような選挙制度を実
現していくため、「定款・諸規程改定検討委員
会」を今期も会内に設置し、会長の直接選挙を
はじめ、新公益法人制度の下での選挙制度その
ものの在り方について特化した議論を行ってい
きたいと述べた。また、原中会長も会長選挙を
会員の直接選挙とすることに前向きな姿勢を示
した。

公益法人制度改革については、今村聡常任理
事は、会員のために実施している医賠責事業と
年金事業の2つが新法人移行への大きな課題と
なっている。公益社団法人か一般社団法人のど
ちらの法人形態を選択するかについては、最終
的には代議員会に諮ることと考えている。現時
点で、この2つの事業を除いては公益法人認定
のための経理的、財務的要件はクリアしてい
る。医賠責事業については、内閣府担当官から
助言をいただいており、多少の技術的工夫が必
要だが解決できると思うと述べ、年金事業につ
いては、支出が多額な公益事業と考えられるた
め、現時点では50％という公益目的事業比率
をクリアするのは困難としたうえで、ガイドラ
イン見直し或いは新法人移行経過措置延長が最
も現実的との見解を示した。

その他、会長と副会長3人の協調を確認する
追加質問が出され、議事運営委員会で追加質問
が認められ、原中会長は、副会長3人が推薦候
補以外から選出されたことに驚いた。必至にな
って努力する。今は話し合う中で不自由は感じ
ていない。今まで以上に議論して理解を深めた
い。心配はいらないと述べた。横倉副会長は、
多少の意見の違いはあったが、国民医療を良く
したいという大筋のところは変わらない。選挙
が終わればノーサイドであり、会長と一緒に一
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生懸命やりたいと述べた。羽生田副会長は、原
中会長とは以前からお付き合いがある。会長の
所信表明や答弁内容を聞く限り、意見の違いは
全くないと思っていると述べた。中川副会長
は、会長選挙の時点で、副会長候補を辞退しな
かったのは、日本の医療のために働くという信
念が揺るがなかったからと説明し、全力で会長
を支えると述べた。

議　事
第1号議案　平成21年度日本医師会会費減免

申請の件　
羽生田副会長より資料に基づいて提案理由

の説明があり、賛成挙手多数により原案どお
り承認された。
第2号議案　平成22年度日本医師会事業計画

の件
第3号議案 平成22年度日本医師会予算の件

追加議案
第4号議案　日本医師会役員功労金支給の件

上記2号議案、3号議案については関連事項
として一括上程され、第2号議案について横倉
副会長より、第3号議案にていては羽生田副会
長よりそれぞれの提案理由の説明が行われた。

また、羽生田副会長より追加議案として日本
医師会役員等功労金支給の件について、今回退
任された前役員の先生方への功労金支給につい
ての提案理由の説明があり、賛成挙手多数によ
り原案どおり承認された。

なお、議案の審議について、議長より、第2
号議案、第 3 号議案の一括審議を付託するた
め、また代議員会閉会中も日本医師会の財務に
係る審査を適宜行えるようにするため、代議員
の任期と同じくする財務委員会を設置したい旨
提案され、賛成多数で承認され、財務委員15
人が指名され、別室にて審議が行われた。

その後、財務委員会の三宅財務委員長より、
第2号議案、第3号議案について、それぞれ担
当理事から説明を受け、慎重に審議した結果、
全会一致で原案どおり承認した旨の報告があっ
た。以上の報告を受け、本会議における評決を
諮ったところ、賛成起立多数により、原案どお
り承認可決された。

最後に、原中会長から閉会の挨拶が述べら
れ、代議員会は閉会した。

印象記

副会長　小渡　敬

先日、日本医師会定例代議員会が日本医師会館で開催されました。周知の様に今回の代議員会
は、日本医師会長はじめ副会長や、常任理事を選ぶ選挙でありました。朝早く会館に着くと、玄
関前では各会長候補の選対の先生方がビラ配りをしており、異様な緊張ムードが漂っていました。
代議員会では、議長・副議長の選出はスムーズに行われましたが、代議員の定数問題で、大阪が
欠員で提出したにも関わらず、予備代議員を出席させた為、これを認める認めないで、定数確認
にかなりの時間を要しました。その後、会長選挙が行われ、緊張と静寂の中、原中先生が次期会
長と決まった瞬間、議場内に歓喜とどよめきが聞かれました。九州ブロックは森先生を支持して
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印象記

常任理事　真栄田　篤彦

2年に一度の会長選でしたが、今回の前哨戦は昨年8月末の衆議院選挙での民主党が政権を取
ったことからに始まったといえます。衆・参議院選挙で日医のこれまでの支持政党（自民党）が
大敗を喫してしまい、民主党を支持していた茨城県医師会原中勝征候補の動向が脚光を浴び、一
筋縄では行かなくなっていました。政局が転換したことで、新たな政権政党を支持した茨城県医
師会は政権に直接太いパイプを持っているとアピールして日医会長選に名乗り上げています。こ
れまで、日医のスタンスは自民党支持を継続してきたので、衆議院選挙での大敗がそのまま、現
執行部も弱体化へと加速したように見えました。そして九州ブロックからの代表である竹嶋日医
副会長の辞職と、米盛日医代議員会副議長の辞職とで、日医は更に困難な状況になったのかもし
れません。九州医師会連合会では、次期会長を誰に決めるかで非常に苦労したと思います。九州
は一つとしてこれまで一致団結してきたのですが、時代の流れなのかも知れません、変革の時代
なのか、一本化へは容易ではなかったと思います。日医の在り方・方向性などに関しては、衆議
院選挙の結果の影響を受けるべきではないと私は考えていたのですが、しかし国選と同じ方向へ
と転換した結果になり、356票のうち森洋一氏118票、唐澤祥人氏107票、原中勝征氏131票と
なりました。唐澤祥人候補と森洋一候補が原中候補と対立する構造で最後まで選挙活動が続き、
漁夫の利を得たのが原中候補でした。

次いで副会長選に移り、従来のキャビネット方式ではなく、投票方式であったので、非常に興
味深い結果になりました。北海道ブロックからの中川俊男氏174票、九州ブロックからの横倉義
武氏173票、単独候補の羽生田俊氏165票で当選しています。肝心の原中氏推薦の2名・大阪ブ

おりましたが、13票差で惜敗しました。午後は、副会長選挙と常任理事選挙が行われました。副
会長選挙では、原中陣営が推薦した候補は一人も当選せず、唐澤・森陣営が推薦した横倉先生と
中川先生が早々と当選を決めました。最後の一人は独自に立候補した羽生田先生が選ばれ、その
時にはどよめきが起こりました。続いて、常任理事は副会長選と同様、唐澤・森陣営の推薦され
た先生が多く当選し、どの陣営にも属しない保坂シゲリ先生（女性医師部会委員長）が当選した
のは意外な結果でありました。

今回は、キャビネット制を取っていない為、執行部が会長と副会長で、ねじれた結果となりま
した。会の運用面ではこれまで以上の議論が必要になると思われます。しかし、前回の様に選挙
後に各陣営間でシコリが残る可能性は解消されると思われます。

最後に、選挙方法に関しては、すべて代議員一人一人が壇上に上がり、投票用紙に記載し、そ
の後壇上で開票が行われる為、常任理事選挙の様に10名連記で行う場合は、投票や開票作業に長
時間を要しました。これに関しては、各代議員からも選挙方法を見直すべきだとの意見が多く聞
かれました。

報　　告



2010沖縄医報 Vol.46  No.5

－44（540）－

印象記

常任理事　安里　哲好

代議員代理で臨んだ定例代議員会は、初日が選挙で、二日目が会務報告・協議事項そして代
表・個人質問であった。選挙の前日の夜から、九州医師会連合会の代議員は新橋のホテルに集ま
り意見交換会を行い、各陣営から、会長・副会長候補者を初め、立候補者からのアピールを受け
た。1人で来られた立候補者もいた。翌日早朝から、定例代議員会の前に、九州医師会連合会の
集まりがあり、会長候補者、副会長候補者、常任理事候補者の推薦についての方針が提案された。
最後まで悩んだ会長選挙であったが、原中勝征先生の会長就任を心から祝福したいと思う。さて、
原中陣営外の3人の方が副会長になられ、その内1名は前執行部の一員で独自の立候補で当選さ
れ、ねじれた執行部と危惧された。しかし、会場から新副会長3名の所信表明を要望された折り、
筆頭副会長の横倉義武先生は多少の意見の違いはあったが、国民医療を良くしたいと言う大筋の
ところは一緒で、選挙が終わればノーサイドであり、会長と一緒に一生懸命やりたいと述べた。
羽生田俊副会長は、原中会長とは20年来のお付き合いがありよく存じており、会長の所信表明や
答弁内容を聞く限り、意見の違いは全くないと思っていると述べていた。中川俊男副会長は、会
長選挙の時点で、副会長候補を辞退しなかったのは、日本の医療のために働くと言う信念が揺る
がなかったからと説明し、全力で会長を支えると述べていた。小生は、3名の副会長の所信表明
の際、一致団結して日本医師会運営にあたる心構えを聞き安堵した。常任理事は力のある素晴ら
しい方が各陣営からバランス良く選出され、また元気で行動的な、日本医師会男女共同参画委員
会委員の保坂シゲリ氏も選出されたことは心より喜びたい。

原中会長は強い医師会を作るにはどうすれば良いか、開業医8万人、勤務医20万人の日本医師
会をまとめて、政治に対して専門家集団として物が言える医師会にならなくてはいけないと述べ
ていた。また、今のように経済が優先されて、本当の医療が後手に回されているような環境は絶
対し見直さなければならないし、良い医療制度ができてこそ、国民の安心と安全が確保できる。
日医は、県や郡市医師会のすべての動きを勘案して、現実的に先生方の医療活動、社会福祉活動
を保障して行くような大きな団体にならなくてはならない。そのために政府や担当課などとの交

ロックの松原謙二氏151票、関東ブロックの吉原忠男氏122票で落選となり、いわゆる「ねじれ
現象」の結果となりました。

更に常任理事10人の選挙になり、こちらも原中氏単独推薦は2人、唐澤氏又は森氏推薦7人、
単独立候補1人が当選し、副会長選と同じようにねじれた結果でした。九州ブロックからは今村
定臣（長崎）、藤川謙二（佐賀）の二人が当選しており、今後の活躍に期待しています。

日医の選挙は上記のような結果なった今、今後の日医の方向がどのように行くのか、是非とも
全国の日医会員の意見を集約して頂き、日本全体・地域全体の医師会が発展し、疲弊している
個々の会員にも納得のいけるように、日医執行部が活躍して頂きたいと願っています。

報　　告
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渉は重要だし、政府に設置された審議会などの場できちんと意見を述べて行くことが日医の仕事
だと思うと述べた。医療費や医療制度改革においても、政府案を出す前に相談を受ける医師会に
ならなければならない。そうすることで、専門家集団として「国民の医療を」考えた上での判断
をもって、政府に助言ができると力強く述べていた。

代表質問は8題、個人質問は11題で、日々の診療現場の問題、医療財源、日医の会務・組織運
営における諸問題と若き勤務医の医師会への参加と発言の場（代議員会）の確保、公益法人化、
外因死の警察届け出問題、ワクチンの無料化、医師会の治験事業、在宅医療の推進等の多くの質
問がなされた。代表質問の中で強く印象に残ったのは、栃木県より「地域医療再生へ向けての日
本医師会の考え・行動」で、医療の原点は地域医療にあり、危機に瀕している地域の医療再生に
は、2次医療圏での医療供給体制の整備が求められており、長期的なビジョンに沿った地域医療
再生計画を県行政に提案したが、行政の壁を越えることが出来なかった。国政レベルの問題であ
ろうが、地域医療の再生に向けて、日医はどのように考え、今後どのように行動して行くかの問
いがあった。新執行部より、民主党政権は医療、医療制度に十分に精通していないのが現状で、
今後、いろいろ提言して行きたい。人口のみならず面積をも加味した医療圏を地域医療計画の中
で再検討し、地域医療対策協議会の活性化、地域医療ネットワーク充実等を、また、財源は企業
負担の保険料増と税金を考えており、個人負担は現行の3割負担を2割に提案したいと述べてい
た。医師の地域偏在・診療科の偏在の改善は国家レベルで対応するのか（日医は国家の強制的関
与を望まない）、都道府県レベルで創意工夫するかが焦点であろう。日医は後者を提案している現
状を見るに、県行政に大きな壁があろうとも、都道府県での更なる自助努力が必要とされるので
あろう。財源問題は、どうしても国家レベルの問題であろう、すなわち政治の問題で、国民の負
担少なくして高福祉は厳しい事を国民に問い協力を得ることが国政の仕事ではないだろうかと思
慮する。

常任理事の選挙の開票に1時間45分近くもかかり、その間に日医会館のすぐ隣にある六義園を
訪れ、しばし、巨大なしだれ桜の姿を堪能した。日医会館を出入りするようになってから何年た
ったのだろうか、医師国保を担当していた時もあったので、理事になってすぐの頃からとすると
10年以上も通っていることになるが、六義園に入ったのは初めてである。300年以上も保持され
ている名日本庭園のように、日本医師会も多くの苦難を乗り越えて「国民の保健・医療のために」
そして「会員のために」まい進していただきたいと切に思う。

報　　告
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去る2月27日（日）､日本医師会館において
今村聡常任理事の司会のもと、標記総会が開催
されたので報告する。

挨　拶
日本医師会の唐澤祥人会長より、概ね以下の

とおり挨拶があった。
各地域においては平素から糖尿病対策にご尽

力いただいていることに対して心から敬意を表
する。

日本糖尿病対策推進会議は、平成17年2月
に、日本糖尿病学会、日本糖尿病協会、日本医
師会の三者で設立された。その後、平成19年8
月に日本歯科医師会、平成20年2月に健康保険
組合連合会と国民健康保険中央会にご参加いた
だき、様々な活動を展開しているところである。

厚生労働省の国民健康栄養調査によると、糖
尿病予備軍を含め糖尿病患者は2,210万人と推
計され、その増加のペースは加速している状況
である。

我が国においては、国立国際医療センターを
中核機関として、糖尿病の本体解明や治療法の
開発、普及等について取り組むこととなってい
る。また、医療計画の4疾病の一つとして糖尿
病が位置付けられる等、医療体制の構築が求め
られている。生活習慣病対策は、国民の健康保
持増進のための重要な課題であり、特に糖尿病
についての対策は最重要課題と認識している。

本会議では、糖尿病対策として、かかりつけ
医が行う治療の標準化、患者、医療従事者への
啓発、関連データ収集のための調査等の活動を
行っている。多面的な活動だと言える。

都道府県や、郡市区レベルで立ち上げられた

糖尿病対策推進会議は、その地域の実情に応じ
た構成団体で組織され、行政主導ではなく自発
的な取り組みとして活動されている。地域住民
の方々のために果たす役割は極めて顕著であ
る。日頃から感謝している。

日本糖尿病学会の門脇孝理事長より、概ね以
下のとおり挨拶があった。

日本糖尿病対策推進会議は、平成17 年に、
我が国の糖尿病対策を進めていく上で、糖尿病
の一次予防また早期発見・早期治療そして病診
連携をミッションとして結成され、我が国の糖
尿病対策の中で中核的な役割を果たしていると
考えている。

日本糖尿病学会では、昨年11月29日に開か
れた理事会で、以前の糖尿病対策の5カ年計画
を改定し、新しい糖尿病対策の5カ年計画を確
定し、現在ホームページ上等でその内容につい
てお知らせしているところである。

糖尿病学会の糖尿病対策には二つの柱があ
る。一つ目は糖尿病の研究を推進するというこ
とであり、糖尿病の本体解明として、日本人糖
尿病の遺伝子等もいくつか発表され非常に進ん
でいるところである。また厚生労働省戦略研究
として、糖尿病予防の研究、通院中断を減少さ
せる研究、また糖尿病合併症を減少させる研究
にご協力させていただいている。二つ目は糖尿
病研究の推進であり、これは糖尿病の新しい治
療予防戦力ということに繋がる。現在まで解明
されている様々な事実に基づき、治療予防の環
境を向上させるということがもう一つの柱であ
る。この予防治療環境の充実向上の上で中核的
な役割を果たしていただいているのが、この日

第3回日本糖尿病対策推進会議総会

常任理事　大山　朝賢



2010沖縄医報 Vol.46  No.5
報　　告

－47（543）－

本糖尿病対策推進会議ではないかと考えている。
我が国の糖尿病患者あるいは予備軍の方が、

より良い生活あるいは人生を送るためには、開
業医の役割は非常に大きいものだと考えている。

日本糖尿病学会で、現在、重点を置いて取り
組んでいる項目が二つある。

一つは診断基準を改定するという問題であ
る。これについては、昨年11月1日に糖尿病
学会主催のシンポジウムを開催し、糖尿病であ
りながらその診断が遅れており、その間に合併
症が進んでしまうという懸念を出来るだけ少な
くするために、現在特定健診等でも用いられて
いるHbA1cを診断基準に加え、全体として診
断の間口を広げることにより早期診断に役立て
たいということで現在進めている。来る3月の
理事会で案を確定した後、ホームページ等で案
を発表し、忌憚のないご意見を寄せていただ
き、5 月下旬の糖尿病学会で最終的に確定し、
我が国の糖尿病の早期診断に役立てたいと考え
ている。

もう一つは、HbA1cの国際標準化の問題で
ある。我が国のHbA1cは、その測定の精度等
は世界に誇るものになっている。しかし、アメ
リカを中心にして国際的に用いられている基準
と最近の国際臨床科学会の調査によると0.4％
程度日本の値が低いということで、この精度を
維持しながら実際の国際的な値に0.4％を加え
て読みかえるということを、早ければこの7月
から行っていきたいと考えている。HbA1cを
国際的に統一するということは、我が国の糖尿
病の診療あるいは研究がグローバリゼーション
を進めていく上でどうしても必須なことであ
る。これを進めていく上で、従来のHbA1cと
併記するということを1～2年は行い、混乱が
起こらないよう最大限の注意を払って進めてい
きたいと考えている。それを進める上で、日本
医師会をはじめとして今日お集まりの先生方が
その主旨を十分にご理解いただき、この
HbA1cの国際標準化がスムーズに行えるよう、
私共も最大限の情報提供、先生方のご意見聴取
ということをしながら進めていきたいと考えて

いるのでご協力お願いしたい。

日本糖尿病協会の清野裕理事長より、概ね以
下のとおり挨拶があった。

日本糖尿病協会は、日本糖尿病学会、日本医
師会、日本歯科医師会と密に連携し、特に各都
道府県において糖尿病対策を推進している。と
りわけ、糖尿病知識の啓発あるいは療養指導に
重点を置いて運動を進めている。

特に推進が望まれているのが、糖尿病に関わ
る人に対する知識の向上等、草の根運動的な取
り組みとなる。

その一つとして、世界糖尿病デーを学会、医
師会と共に行っているところである。ブルーラ
イトアップ作戦は、日本が東京タワーをブルー
ライトにするということから世界中に広がって
いき、現在1,000を超え、我が国でも昨年は非
常にたくさんの地域でこのブルーライトアップ
が行われ、それなりに世間の方々の認知も得た
のではないかと考えている。糖尿病週間とし
て、街頭等での市民の健診等にも広げていきた
いと考えている。

もう一つは教育ということであり、医師の教
育等については糖尿病学会が大変な尽力をされ
ているが、コメディカル教育や患者教育も大変
重要である。日本糖尿病協会では、糖尿病啓発
用の資料を作成し、早速この春から各都道府県
の推進会議等でご説明し、是非とも市民あるい
は糖尿病患者に啓発していきたいと考えてい
る。この糖尿病対策はいくら頭で考えていても
体が動かないと推進出来ないので、本日お集ま
りいただいた各都道府県の代表の方が核とな
り、その地域のいろいろな人材を育成し、これ
が有効に機能するようにお願いしたい。

日本歯科医師会の大久保満男会長より、概ね
以下のとおり挨拶があった。

歯科医師会が本会議に参加させていただいて
いる大きな理由として、歯科医師会が扱ってい
る歯周病が糖尿病と深い関係があるということ
は、先生方はご承知のとおりでる。



2010沖縄医報 Vol.46  No.5
報　　告

－48（544）－

歯周病の治療をする際に、その患者さんが糖
尿病に罹っていると歯周病の治療がやりにく
い、そういう経験を得ていた。同時に、近年、
歯周病が存在すること自体が糖尿病の治療予防
管理に極めて大きな関係があるという新たな知
見も出てきた。つまり私ども歯科医師会が受け
身の姿勢ではなく、歯周病の治療を通して糖尿
病と向き合うという新しい領域に入ったという
ことを意味しており、これは医療連携を含め、
新たな領域に足を踏み入れたと思っている。

私どもは、「歯科医療は生きる力を支える生
活の医療」だと定義している。先生方も糖尿病
の患者さんの生きる力を支えるというミッショ
ンは根本のところで同じだろうと思う。歯科医
師会に対するご理解を賜り、これからも医療連
携のために様々なご指導をいただきたい。

日本糖尿病対策推進会議活動に関する調査
結果
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌

内科講師の西村理明先生より、日本糖尿病対策
推進会議活動に関する調査結果について報告が
あった。

本調査は、「我が国における糖尿病診療の実
態」、「日本糖尿病対策推進会議の認知度」、「糖
尿病に関する医療連携の実態」等を明らかにす
ることを目的に、2008年3月、各都道府県の
日医会員から無作為に 100 名ずつ抽出した
4,700名を対象に実施されたものである。

調査の結果として、回答率は44.5％となり、
回答者が所属する医療機関は、無床診療所
56.0％、病院32.5％、有床診療所11.6％とな
っている。標榜科別では、内科53.1％、消化
器科18.8％、外科17.3％、小児科17.2％、循
環器科11.2％等となり、そのうち糖尿病診療
をしている回答者は67.3％で、うちOGTTを
施行していると答えた回答者は40.5％、イン
スリン治療を施行していると答えた回答者は
53.9 ％、栄養指導ができるとした回答者は
54.2％となっていると説明された。

日本糖尿病対策推進会議及び糖尿病治療のエ

ッセンスの認知度については、約4割であった
と報告があり、西村先生より、「両者の認知度
を更に上昇させる有効な対策が必要である」と
意見された。

医療連携については、糖尿病に関する医療連
携を行っている、更には逆紹介を受けるとした
のは回答者の約6 ～7 割となり、その割合は、
内科を標榜しており、かつ糖尿病を診療してい
る者に限定すると約7～9割と高率となってい
ると説明があった。

都道府県糖尿病対策推進会議活動に関する
調査結果
日本医師会の今村聡常任理事より、都道府県

医師会糖尿病対策推進会議活動に関する調査結
果について報告があった。

本調査は、2009年11月、日本医師会が各都
道府県医師会における糖尿病対策推進会議の活
動状況を把握することを目的に実施されたもの
である。

調査の結果として、糖尿病の医療体制の構築
に医師会が関わっているとした都道府県は35、
関わっていない6、不明3、未定3となってい
ると説明された。

各都道府県における糖尿病対策の取り組み内
容については、糖尿病の正しい知識や予防啓発
を目的とした市民向け講演会の企画開催が行わ
れるとともに、世界糖尿病デーにブルーライト
アップを行う等の活動が行われていると報告が
あった。

事例報告
（1）千葉県における活動

千葉県医師会理事の篠宮正樹先生より、千葉
県における事例について報告があった。

千葉県では、2007年7月に千葉県糖尿病対
策推進会議が設立され、これまでに3回の学術
講演会が開催されるとともに、糖尿病腎症患者
の調査等が行われていると報告があった。

また、千葉県では、千葉県に100万人以上と
される糖尿病・糖尿病予備軍を、「全県共用型
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地域医療連携パス」を用い地域で診るという方
針を掲げ、診療記録等の患者情報を全県で共用
し、一貫した医療を提供する試みを行っている
と説明があり、これからの方向性として、連携
マップの作成や連携コーディネーターの養成、
市民への啓発活動、特に子供たちへの講話等を
行っていく予定であるとの考えが述べられた。

（2）高槻市・島本町地域における糖尿病対策
推進の現状
高槻赤十字病院糖尿病・内分泌・生活習慣

病科部長の金子至寿佳先生より、高槻市・島本
地域における事例について報告があった。

高槻市島本地区では、平成19年より、医療機
能の分化と連携を重視し、従来の一病院完結型
の医療から地域一体型の医療を目指すことを理
念に、地域連携クリティカルパスを発足し、そ
の運用を行っていると説明があり、パスの連携
システムやパス導入時の患者への案内方法、情
報提供書の項目等の内容について報告があった。

パス導入の利点として、「治療方針や診療情
報が把握しやすい」、「治療内容の均一化と水準
の維持」、「病診連携の円滑化による治療継続」
が挙げられ、問題点として、「診療所からの組
み入れ症例が少ない」、「病院によってパスに取
り組む姿勢の違い」が挙げられると説明があ
り、今後の課題として、「眼科受診実績の把
握」、「合併症予防に対する共通の認識を更に高
める」、「データベースの電子化」、「定期的な勉
強会」を検討しているとの考えが述べられた。

小児2型糖尿病の実態と今後の課題
埼玉医科大学病院小児科教授の雨宮伸先生

より、小児2型糖尿病の実態と今後の課題につ
いて報告があった。

学校保健統計調査の1977年度と2005年度
を比較すると、小児のどの年代においても糖尿
病が増えていると説明があり、そのうち、1型
糖尿病と2型糖尿病の割合や発症年齢の分布等
について報告があった。

報告では、2 型糖尿病と肥満との関連とし

て、5～17歳の患者について平成17年登録例
でみると 2 型継続例は肥満度 20 ％以上が
68.5％を占め、平成18年は65.2％、平成13
年～16年登録継続事例は61～67％と、肥満
の改善傾向はみられていないと説明があった。

また、成人病胎児期発症説として、「現代の
日本人妊婦は、過度な食事制限から正常な妊娠
期間の体重増加を制限しすぎで、子宮内発育不
全児が多くなっている」と述べ、インスリン抵
抗性に関連する肥満、糖尿病、高血圧、多嚢胞
性卵巣、思春期早発等の危険が高まり「小さく
産んで大きく育てるは誤り？！」との考察が述
べられた。

おわりに、小児・思春期生活習慣病検診の課
題として、予防・治療に関する啓発活動に取り
組むとともに、家庭・学校・社会及び医療現場
での支援体制の整備が更に重要になるとの意見
が述べられた。

糖尿病神経障害の実態に関する調査結果
日本臨床内科医会常任理事・菅原医院院長

の菅原正弘先生より、糖尿病神経障害の実態に
関する調査結果について報告があった。

本調査は、平成18年10月から平成19年12
月、全国の医療機関にて受診中の糖尿病患者を
対象に「足チェックシート」を用いて実施され
た調査となっている。

全国で実施された足チェックシートを集計し
た結果、全国の糖尿病受診患者の約5％に相当
する198,353例が得られたと報告があった。

結果から平均値を算出すると、糖尿病罹患期
間 10 .5（± 8.4）年、性別男 57 .0 ％、女
43.0 ％、年齢 64.4（± 11.9）歳、病型 2 型
94.8％、1型5.2％、身長159.3（±9.5）cm、
体重61.9（±12.6）kg、BMI24.3（±3.9）、
空腹時血糖値140.1（±47.2）、HbA1c7.1（±
1.4）％となり、糖尿病治療の内容については、
経口血糖降下薬 58 .7 ％、インスリン治療
19.7 ％、経口血糖降下薬＋インスリン治療
4.6％、食事療法のみ17.0％となっている等の
報告があった。
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また、足の症状及び足の外観異常の頻度、神
経機能検査の異常頻度、糖尿病神経障害の診断
と神経機能検査等の関連についても詳しく報告
があった。

本調査により、糖尿病患者の日常生活に多大
な影響を与える糖尿病合併症への対策の一つと
して、足チェックシート等のツールを活用し、
足の症状や外観異常を定期的に診察すること、
及びアキレス腱反射や振動覚検査等の機能検査
を定期的に実施することの重要性が再認識され
たと説明があり、これらのことを定期的に実施

していくにあたっては、医師のみならずコメデ
ィカルと連携し、チームによる医療として取り
組んでいくことが重要であると意見された。

質疑応答
各都道府県医師会より活発な質疑応答が行わ

れた。

閉会挨拶
日本医師会の岩佐和雄副会長より、閉会の辞

が述べられた。

印象記

常任理事　大山　朝賢

去った2月7日（日）、日本医師会館で第3回日本糖尿病対策推進会議（以後対策推進会議）が
開催された。第1回総会は平成17年2月、第2回は平成18年11月で、開会の挨拶では対策推進
会議を立ち上げた日本糖尿病学会、日本糖尿病協会及び日本医師会3者の代表が挨拶された。今
回の第3回総会では平成19年8月にこの会議に参加された日本歯科医師会長の挨拶が加わった。

この対策推進会議は第1回総会のあと都道府県に支部が結成された。当沖縄県では平成18年6
月22日、設立役員会が旧医師会館で開催されている。当時琉大第2内科髙須信行教授が会長、宮
城信雄沖縄県医師会長が名誉会長として日本医師会に報告されている。

対策推進会議の主旨は、糖尿病に関する一定の研修又は講習を受けた医師会員はその所属する
医療機関共々対策推進会議推薦登録名簿に登録し、市長村等で糖尿病の疑いのある人に精密検査
及び一次医療機関としてその登録名簿を配布することであった。これら文言に対し日本医師会か
らはなんら苦言はなかったものの、日本糖尿病学会から「それはまかりならぬ」という強いクレ
ームが出て、その後の対策推進会議は、他府県同様、活動が停滞していった。

今回第3回推進会議総会での報告では、糖尿病やメタボリックシンドロームに対し、活発に活
動しているのは沖縄県と同様、郡・市あるいは地区医師会が殆どであった。しかし事例報告で千
葉県医師会篠宮正樹理事の報告は秀逸であった。篠宮先生は平成17年、生活習慣病防止にとりく
む市民と医療者の会「小象の会」をNPOとして立ち上げられ、これを中心に千葉県全体の糖尿
病対策まで発展させたことである。平成21年4月から糖尿病のみならず、がん・心筋梗塞・脳卒
中のいわゆる4疾病に対し「全県共用型地域連携パス」を用い、地域で診るという方針で活動中
との報告であった。篠宮先生の報告を拝聴しながら沖縄でも糖尿病だけでなく4疾病が全県共用
型連携パスで出来るよう努力せねばならないと思ったことである。
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平成22年2月20日（土）、21日（日）、日本
医師会館にて開催された講習会に初めて参加し
ました。

学校保健講習会は昨年までの学校医講習会か
ら名称を改め学校保健に関わる全ての医師を対
象にしたものになりました。

1日目は学校保健講習会でした。今回参加し
た目的はシンポジウム｢犯罪被害から子どもを
守る｣を聴くことでした。内容は、児童・生徒
の犯罪被害、性犯罪について警察庁の方から、
薬物乱用について文科省の方からの報告があり
ました。そして、「セ－フスクールへの道」と
題して大阪教育大学附属池田小学校校長藤田先
生の発表がありした。

犯罪総数は平成14年以降減少傾向にあるにも
かかわらず被害者に占める子どもの割合は増加
傾向にあることが示されました。性犯罪につい
ては子どもが弱者であるがゆえに被害にあって
いることが改めて示され、子どもたちをなんとし
ても守ってあげなければならないという思いを強
くしました。池田小学校についてはハード・ソ
フト両面からの安全対策がこれでもかというほ
どに尽くされ、これが学校かと思わされるところ
も多々ありましたが、一つ一つの考え方はどれ
も大切であり我々も取り入れるべきものである
と感じました。また、校長先生の｢子どもたちの
安全を維持推進するのは防犯機器ではなく教職
員・地域のまなざし（関心）と実際の活動（確
認）である｣とのお言葉にはほっとしました。

シンポジウムに先立って4つの講演がありま
した。

学校保健教育行政の課題としては、新型イン
フルエンザの他に麻しん対策、アレルギー疾患

対策、眼科検診の課題についてお話がありまし
た。インフルエンザや麻しん、性の健康教育の
お話も興味深いものでした。もうひとつ眼科検
診については、全国の半分の幼稚園で視力検査
が行なわれておらず、就学時検診で視力測定を
していない自治体もあるとのことでした。弱視
や斜視は早期治療が必要なため眼科検診の重要
性を再認識しました。

2日目は母子保健講習会でした。午前は2つ
の講演がありました。

1題目は｢現代における子どもの貧困｣という
重いテーマでした。子どもの貧困率は14.2％、
約300万人にのぼるとのことです。これはバブ
ル崩壊後に始まったものではなく80年代から
進行して今日に至っており、他の国々では政府
がさまざまな取り組みをしているが日本ではな
んら手付かずの状態にあるということです。ヨ
ーロッパ諸国では政府からの手当や給付で子育
てができるが、日本はそれらが極端に少ないた
め、特に一人親世帯ではワーキングプアが増加
して満足に子育てができないのです。

2題目はガラッと変わって遺伝進化と文化進
化からみてヒトはどこへ向かうのかという大き
なテーマでした。類人猿はジリ貧なのにヒトは
大繁栄しているのはすごく不思議なこと、から
始まりいろいろな視点からヒトをというものを
考える時間が持てました。

午後はこの日のメインである｢妊娠から育児
までの継続的支援｣というシンポジウムでした
が時間の都合で聴くことができず残念でした。

両日とも通常の学会や研修会とは異なった内
容で多くのことをいただいた気分でした。

平成21年度学校保健講習会及び母子保健講習会

海邦病院小児科　冨名腰　義裕
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印象記

理事　宮里　善次

平成21年度学校保健講習会
平成22年2月20日（土）、『平成21年度学校保健講習会』が日本医師会館で行われた。
唐澤会長の挨拶に続いて、午前中に三題、午後一題の講演、最後に「犯罪被害からこどもを守

る」と題して、シンポジウムが行われた。
その中で特に印象に残ったものは、日本眼科医会常任理事の宇津見義一先生が講演された「小

児の視力の発達」である。小児の両眼視機能は5～6歳で完成し、視力のそれは8歳まで続く。現
在視力検査は3歳と小学校就学前と定められているが、その根拠は母子保健法と学校保健安全法
である。日本眼科医会のデータでは幼稚園で視力検査を施行しているところが48.3％と半数にみ
たない。年齢別では年少児では12.4％、年中児で26.9％、年長児で46.8％と小さい子ほど検査
されていない。

演者は問題点として斜視と弱視をあげていた。本来幼児では裸眼視力検査のみでよいが、斜視、
弱視などが疑われる場合は、矯正視力検査のみならず、屈折検査が必要で、その検査は必ず調節
麻痺薬を点眼して他覚的な検査を必要とする。弱視や斜視は治療開始が早いほど効果が高く、で
きれば3歳までに治療を開始するのが望ましい。

しかしながら、年少児の裸眼視力検査が12.4％と極めて低い現状なので、斜視や弱視の検査に
至るケースが見逃されることが少なくない。両眼視機能が形成される5～6歳時点で、無治療で
あった外斜視は3D感覚が形成されないと強調されていた。

母子保健法で定められた年少児での検査施行、早期発見と早期治療が重要と実感させられた講
演であった。

紙面が限られているので、他の講演内容とシンポジウムは報告をご参照いただきたい。

平成21年度母子保健講習会
平成22年2月21日（日）、平成21年度学校保健講習会に引き続き、平成21年度母子保健講習

会が開催された。
午前中に三題の講演と午後は「妊娠から育児までの継続的支援」と題してシンポジウムが行わ

れた。
児童福祉司の山野良一氏による「現代における子どもの貧困」と人類学者の長谷川眞理子氏の

「ヒトはどこへ向かうのか」を興味深く拝聴した。
子どもの貧困率の国際比較によれば、OECD30国の中で、日本は12位と高く、20歳代の一人

親家族の比率が極めて高い。中でも母子家庭がそのほとんどを占めているため、演者は母子家庭
に対する支援を強く述べられていた。会場からの質問に対して、新政権による子ども手当も現金
給付ではなく、現物支給の形が望ましいと、かなり具体的に答えられていた。

続いて登壇した長谷川氏は、500万年前にヒトが類人猿と分かれてどこへ向かおうとしている
かを述べられた。
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類人猿は赤道辺りの森林地帯に残り、今や生存さえ危ぶまれるようなじり貧な状態である。一
方サバンナを出た人類は地球上あらゆる所に分布し、大繁盛である。両者の違いは何なのか？

長谷川氏によれば、ヒトは前頭葉前野が発達したことで、他者の心を読み、思いを同じくして、
概念を共有し、共同作業ができるようになり、その結果を次世代に伝達できるようになった。ま
た、「私」と「あなた」と「外界」の三項関係を理解することで言葉が生まれ、文化が生まれ、教
育が始まったと云う。

さらに、類人猿とヒトの大きな違いは『繁殖に貢献しないおばあさんの存在』らしい。「ヒトの
おばあさん」は経験を伝えることで一族の子育てを手伝い、母親の負担を減らす役割を担ってい
る。言い換えれば、古代の人間社会では母子家庭はありえない存在であり、そのことが人類を繁
盛させてきた一因である。

さて、先に講演された母子家庭の貧困に対し、長谷川氏は、現代人は間違った方向に行こうと
しているのではないか、と警告されたことが強烈な印象として残った。

紙面上、他の講演やシンポジウムは報告を参考にしていただきたい。

報　　告

さて、日本医師会では会員及び、マスコミへ「ニュースやお知らせ」等の各種情報をEメールにて
配信するサービス（白クマ通信）をおこなっております。
当該配信サービスをご希望の日医会員の先生方は日本医師会ホームページのメンバーズルーム

（http://www.med.or.jp/japanese/members/）からお申し込みください。
※メンバーズルームに入るには、ユーザーIDとパスワードが必要です。（下記参照）
不明の場合は氏名、電話番号、所属医師会を明記の上、bear@po.med.or.jpまでお願いいたします。

ユーザーID
※会員ID（日医刊行物送付番号）の10桁の数字（半角で入力）。
日医ニュース、日医雑誌などの宛名シール下部に印刷されているID番号です。
「0」も含め、すべて入力して下さい。

パスワード
※生年月日6桁の数字（半角で入力）。
生年月日の西暦の下2桁、月2桁、日2桁を並べた6桁の数字です。
例）1948年1月9日生の場合、「480109」となります。

日医白クマ通信への申し込みについて



2010沖縄医報 Vol.46  No.5
報　　告

－54（550）－

九州医師会連合会常任委員・
九州各県医師会長次期会長合同会議

会長　宮城　信雄

みだし合同会議が去る3月6日（土）午後3
時30分からホテル日航福岡で開催された。

はじめに、横倉義武九州医師会連合会長より
「本日の会議開催の趣旨として、主に来る4月1
日の日医代議員会における役員選挙の件をお諮
りして九州ブロックの対応について協議してい
きたい。」との挨拶があった。

又、本年度を以って退任される常任委員と次
期会長に就任される先生方の紹介があり、退任
並びに新たに就任される先生からそれぞれ挨拶
があった。

引き続き開催される常任委員・次期日医代議
員協議会（政策演説会）については、次期日本
医師会長選挙立候補予定の3名の先生方から政
策演説をいただく予定にしているとの報告があ
り、福岡県が担当した九州医師会連合会の諸行
事が3月を以って終了することについて、大過
なく役目を果たすことができたことに対しお礼
が述べられた。

退任される常任委員
・鹿児島県：米盛　學先生

佐 賀 県：沖田信光先生
熊 本 県：北野邦俊先生

次期会長
・鹿児島県：池田琢哉先生

佐 賀 県：池田秀夫先生
熊 本 県：福田　稠先生

報　告
1）九州医師会連合会常任委員・九州各県医師
会次期日医代議員協議会（3月6日（土）福
岡市）について（福岡）
横倉会長より、当会議終了後午後5時から開

催する「九州医師会連合会常任委員・九州各県
医師会次期日医代議員協議会」の進行等につい
て、説明があり了承された。
・みだし会議における協議事項は、来る4月1

日の日医代議員会における役員の選挙に関す
るもので、この会議で承認いただいたものを
次の協議会に諮り九州ブロックの正式決定と
する。

・議事終了後は「政策演説会」に移り、次期日
本医師会長選挙に立候補を表明されている現
会長の唐澤先生、茨城県医師会長の原中先
生、京都府医師会長の森先生から演説をいた
だく。演説の順番は事務的にくじで決める。

・マスコミからの取材希望により「政策演説
会」は公開として、終了後マスコミの方は退
席してもらう。

・懇親会の乾杯終了後、次期日本医師会長選挙
への九州医師会連合会の対応について記者会
見を予定する。

2）九州ブロック日医代議員（含･次期）連絡会
議（3月8日（土）福岡市）について（福岡）
横倉会長より、午後6時から開催される「九

州ブロック日医代議員（含･次期）連絡会議」
における日医各種委員会の報告は、（1）社会保
険診療報酬検討委員会は熊本県の飯星元博先
生、（2）地域医療対策委員会は沖縄県の安里哲
好先生から報告していただくとの説明があった。

協　議
1）九州医師会連合会第309回常任委員会の開
催について（鹿児島）
平成22年度九州医師会連合会の当番県とな
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る鹿児島県医師会次期会長の池田先生より、
「第309回常任委員会」並びに「九州医連連絡
会第17回常任執行委員会」の開催日程並びに
会次第等について提案があり、原案どおり下記
のとおり承認された。

記
期　日：平成22年4月17日（土）
場　所：城山観光ホテル

・第309回常任委員会
16：00～16：50

・九州医連連絡会第17回常任執行委員
会（常任委員会終了後開催）

※会議終了後、記念撮影、懇親会を開催
し、翌日は鹿児島市内の視察を計画。

2）平成22年度（第32回）九州各県保健医療
福祉主管部長・九州各県医師会長合同会議
の開催について（沖縄）
みだし合同会議の当番県となる本会宮城会長

より、「平成22年度（第32回）九州各県保健
医療福祉主管部長・九州各県医師会長合同会
議」の開催日程並びに会次第等について提案が
あり、原案どおり下記のとおり承認された。

記
期　日：平成22年6月4日（金）
場　所：沖縄ハーバービューホテル

クラウンプラザ
・九州医師会連合会常任委員会

16：00～16：50 2F・羽衣の間
・九州各県保健医療福祉主管部長・九州

各県医師会長合同会議　　
17：00～18：15 2F・白鳳の間

・意見交換会　　　　　　　　　　　　
18：30～20：00 2F・彩海の間

3）九州ブロックから推薦する次期日本医師会
役員等の候補者について（福岡）
（理事2名、監事1名、裁定委員1名等）
横倉会長より、去る1月23日に開催した第

308回常任委員会における選出県の決議に基づ
き、九州ブロックから推薦する次期日本医師会

役員等候補者について協議を行い、この後の次
期日医代議員連絡協議会に諮り承認を得たいと
の説明があり、下記のとおり決定した。

理　　事（2名）
沖縄県　　宮城信雄会長
鹿児島県　池田琢哉次期会長

監　　事（1名）
大分県　　嶋津義久会長

裁定委員（1名）
宮崎県　　秦　喜八郎顧問

常任理事　　常任理事候補者を2名予定する。

4）平成22年度、23年度における日本医師会
代議員会の諸委員について（福岡）
（議事運営委員1名、財務委員2名、選挙立

会人、開票管理人）
去る1月23日の第308回常任委員会の選出

県決議に基づき、下記のとおり決定し、次期日
医代議員連絡協議会に諮り承認を得ることにな
った。
（1）議事運営委員（1名）

福岡県　　横倉義武会長
（2）財務委員（2名）

佐賀県　　横須加　巌先生
福岡県　　松田　峻一郎先生

（3）選挙立会人と（4）開票管理人について
は、3 月27 日に開催される議事運営委員
会で九州ブロックへの割当がある場合に
は、横倉九医連会長と九医連副会長に一任
することになった。

5）第122回日本医師会定例代議員会（平成22
年4月1日･2日）開催に伴う九州ブロック日
医代議員連絡会議の開催について（福岡）
横倉会長より、みだし日本医師会定例代議員

会に向けて、本年度から代議員会の前日にも連
絡会議を開催することに常任委員会で決定して
おり、九州ブロック日医代議員連絡会議を下記
のとおり開催したいとの提案があり了承された。

記
（1）日時：平成22年3月31日（水）18：00
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場所：第一ホテル東京　5階　ラ・ローズ
（2）日時：平成22年4月1日（木）・2日（金）

9：00
場所：日本医師会館（九州ブロック控室）

6）日本医師会次期会長候補者の推薦について
（福岡）

横倉会長より、日本医師会次期会長候補者の
推薦については、本日の「政策演説会」を聞い
て各県でもご協議いただき、今後の状況をみて
協議を行い3月20日頃までに決めていきたい
との提案があり了承された。

7）日本医師会次期役員等候補者の推薦届出と
都道府県医師会選出日医代議員への文書に
よる協力依頼等について（福岡）
横倉会長より、慣例により福岡県医師会が①

日本医師会次期役員候補者（理事・監事・裁
定委員等）の届出を行い、②全国の日医代議員

等へ役員選挙への協力依頼の推薦状を作成し、
日医代議員へ送付したいとの提案があり承認さ
れた。又、推薦状の案についても説明があり了
承された。

その他
1）医療機関における新型インフルエンザワク
チンの在庫の取扱いについて（福岡）
横倉会長より、医療機関における新型インフ

ルエンザワクチンの在庫について、福岡県内会
員の在庫量（1億3,500万円）並びに厚生労働
省が公表した在庫量（29億3,666万円）等に
ついて説明があり、各県医師会が協力し、国に
対して在庫の買取り等を要望していきたいとの
提案があった。

協議の結果、九州医師会連合会として各県会
長名を入れて日医と厚生労働省へ要望書を提出
することにした。
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去る3月6日（土）、福岡市のホテル日航福岡
において、九州各県の現会長、次期会長並びに
次期日医代議員が一堂に会し標記協議会が開催
された。当協議会では、4月1日に実施される日
本医師会役員選挙における九州医師会連合会の
対応について協議を行うと共に、日本医師会次
期会長選挙立候補予定者の演説会が行われた。

協議の内容については、本協議会に先立って
開催された九州医師会連合会常任委員・次期会
長合同会議の内容と重複するので、割愛するこ
ととし、演説会の概要にについて報告する。

演説会には、既に立候補を表明している、現
職の唐澤祥人先生（東京都）、茨城医師会長の
原中勝征先生、京都府医師会長の森洋一先生
が参加し、事前の抽選による順番に従い各候
補者の演説が行われた。演説の概要は以下の
とおり。

（1）森洋一先生（京都府）
現在、厳しい状況であり、医療再生も困難な

状態であることはご承知のとおりである。医療
再生のキーワードは「希望」「改革」「信頼」だ
と思っている。

医療改革を行うに当たっては理念が必要であ
る。現在、いろんなところで議論されつつある
が、理念が薄らいでいる気がしている。

税収が7～8兆円減少し財源確保に苦労して
いる中での今回の診療報酬引き上げは致し方な
いと考える。診療報酬引き上げの問題はいろん
な要因があり、会長選の争点にはしてはいけな
いと考えている。今後、医療費財源の確保を議
論する際は、しっかりとした理念に基づいた医
療政策を立てなければならない。

私どもは、一昨年から「社会保障立国論」を
提唱し、日本の外需を主導の経済体制から脱却
し、社会保障の医療・介護分野をしっかり手当

九州医師会連合会諸会議
（1）九州医師会連合会常任委員・九州各県医師会次期日医
代議員協議会（日本医師会長選挙立候補予定者演説会）

常任理事　真栄田　篤彦
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し、国民の安心安全を守って行くことを主張し
ている。そうすることによって、国民に明日へ
の希望を与えることとなり、又、医療・介護従
事者の雇用が増え、内需拡大に結び付き、外需
主導の経済構造の変革をもたらす事になると考
えている。

私は、このような理念に基づいた政策を示
し、医療政策会議で検討し、日医のグランドデ
ザインにも反映させ、工程表をつくり具体的に
取り組んで行く所存である。この私の取り組み
は、日本医師会16万5千人の全会員と27万人
の全医療従事者が一緒なってやっていかなけれ
ばならない。その取り組みは、国民のためであ
り、国民の声を背中に受けて国に働きかけなけ
ればならない。

マスコミは、唐澤先生は自民党より、原中先
生は民主党支持、森は中間で政治に対して距離
を置いていると報じているが、私はそのことに
ついて一言も申しあげていない。国民のための
医療制度をしっかりと訴えて、国民の声を背に
政治に訴えていくことが大切だと思うし、我々
が国民から信頼を得て活動していくためにも政
権に左右されてはいけないと考えている。

また、日本医師会と都道府県医師会のあり方
として、双方向性のあるフラットな関係でない
といけないと考えている。上意下達ではなく、
連携を取ってそれぞれの意思を尊重したい。又、
社会の変革はスピーディーであり、それに合わ
せ日医としても対応して行きたい。

地域医療を担っているのは都道府県医師会で
あり、都道府県医師会の意見をくみ上げ国に働
き掛けていきたい。そのためには日本医師会の
改革が必要である。

政治に左右されるのではなく、国民を守る強
い日本医師会にしていきたい。

（2）原中　勝征先生（茨城県）
医療政策、理念は三人殆ど相違がないと思う

ので、本日は具体的な事項を3点申しあげたい。
①医師会問題

今、一生懸命働いている会員のやるせない気

持、どんどん官僚の労働者状態になっていく私
達の気持ちを、誰が、何処で受けとめ、どう改
善されていくのか、今、全く見えてこない。日
本医師会は会員一人一人のためにあり、日本医
師会がその気持ちをくみ取り解決していかなけ
ればならない。
②医療費について

社会保障費の中で、医療は政治と切り離すこ
とはできない。医療崩壊は医療費の削減が原因
であり、医療崩壊を改善するには医療費を確保
しなければならないと言う事を共通認識とすべ
きである。

医療費亡国論が言われて以来、まず、医療供
給を無くそうと、医師の定員が減らされ、病床
数が減らされ、中小病院が無くなった。有床診
療所においては、その機能は終わったと位置づ
けられ、1日の入院費が2,300円に激減された。
これで有床診療所は生き延びられるわけがな
い。あきらかに医療費による医療機関潰しであ
る。このような問題を察知できなかったのも日
本医師会である。

今も医療費の値上げは叶っていないが、2，
200 億円削減は完全撤廃した。診療報酬改正
で、診療所から病院へ回って行くことになって
いるが、中小病院には回らない。マスコミ等で
取り沙汰されている患者のたらい回し等、政策
医療として税金が投入されるべき医療に診療所
の費用を移したに過ぎない。こういう事は止め
させなければならない。その他にリハビリも問
題等、医療内容ではなく、お金が先に出てくる
ことは止めさせなければならない。
③会長になったら

私が会長になったら、民主党と日本医師会の
協議会を設置する。診療報酬点数早見表を見て
分かるように、やたら分厚くなって複雑になっ
ている。これは官僚主導の結果である。先ず
は、これまでの自民党、官僚がつくった医療政
策をゼロにして、将来の医療はどうあるべきか
を、日医の専門的見地から政策を提言し、それ
を政治家が受け入れられる組織をつくり、目の
前の事だけを問題にするのではなく、将来、日
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本が今のような生活をどう保つか、また、国民
皆保険をどう守っていくかを考えなければなら
ない。

（3）唐澤祥人先生（東京都）
新医師臨床研修制度の開始、福島県大野病院

事件等がきっかけとなり、医師不足、偏在問題
が表面化した。そのような中、小泉政権より推
し進められた医療費削減政策と相俟って、医師
不足、偏在が顕著となり、小児医療、産科医
療、救急医療現場が疲弊し地域医療の崩壊が始
まった。

そこで、私は危機感を持って現況を改善すべ
く種々取り組みを展開した。ようやく昨年にな
って毎年の削減は止めよという風なことになっ
ていたが、秋には政権交代が起こった。国民
は、生活の安定、安全、絆というものが、経済

優先、産業優先の中で失われていたことに気づ
いた。従って、国民の意思によって政権交代が
起こったと言うことである。

私どもは、医師になった時に、終生医師とし
て過ごす誓いをたてたはずであり、それを途中
で医師を辞めることは無念である。しかし、女
性医師の場合それが起こっている。また、勤務
医もバーンアウトし進路を変える人もいる。或
いは、挫折し命を落とす医師もいる。

この厳しいせっぱ詰まった状態を改善しなけ
ればならない。日本医師会を建て直し、正しい
道を歩むべく、国民と医療を担当する者全員が
力を合わせ、日本の新しい医療をつくっていか
なければならないと考えている。そのために、
皆様方の力をお借りして全員参加型の日本医師
会をつくりたい。

標記連絡会議においては日本医師会委員会報
告として、社会保険診療報酬検討委員会につい
て、熊本県医師会の飯星元博委員より、地域医
療対策委員会について、沖縄の安里哲好委員よ
りそれぞれ報告があった。

報　告
（1）社会保険診療報酬検討委員会

飯星元博　委員（熊本県）
当委員会は、唐澤会長より①「平成20年度

診療報酬改定の評価」、②「現在の診療報酬に
おける問題点とその対応」（※追加事項として

「次期診療報酬改定に係る要望事項の取り纏
め」）について諮問され、9回に亘る検討会を行
ったので、その経過について報告された。

①「平成20年度診療報酬改定の評価」
1．総論

「医療崩壊の危機の回避」が最重要課題であ
りながら、マイナス改定である財政論に縛られ
医療費削減が目的化され、財政中立での改定で
あった。

本来、国家成立の基本である国民の生命と安
全を守ることが最大の使命である社会保障、と
りわけその根幹を成す保健・医療・福祉の政策
を見直すよう日本医師会は主張していただきた
いと言う前文となっている。

2．緊急課題への対応
（1）産科医療

ハイリスク分娩管理加算、ハイリスク妊娠管
理加算、ノンストレステストの見直しなど、一

（2）九州ブロック日医代議員（含・次期）連絡会議
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応の評価はしたい。最前線で活躍される産科医
師の待遇改善に繋がるような更なる配慮が必要
であるという方針としている。

（2）小児医療
小児入院医療管理料は再編され、一部の慢

性的な赤字に苦しんでいる小児病院には多少の
恩恵はあるものの、非常に厳しい施設基準から
大部分の病院小児科には恩恵はないものと見ら
れている。従って、今後も小児入院医療は不採
算が続くと思われるので、大幅な改善が必要で
ある。

（3）病院勤務医への負担軽減
負担軽減に向けた具体的な取り組みについて

は評価したい。しかし、負担軽減策も総じてご
く一部の急性期大病院にのみ資源配分がなされ、
地域の救急医療・二次医療を担う地域中核病院
及びその勤務医に対しては救済が必要である。

（4）今後の課題
産科・小児科・病院勤務医への負担軽減策等

に1,500億円が投じられたが、果たして、こう
した課題が解消されたのか十分に検証する必要
があると答申した。

3．各論
（1）夜間・早期等加算（初診料・再診料）
（2）外来管理加算（再診料）

意義付けの見直しと時間の要件について、ま
た、厚労省が中医協で使用したデータの目的外
使用について問題とし、議論を醸し出したとこ
ろである。

計画的な医学管理を行うという無形の技術料
について、診察の質を時間の概念で評価するこ
とには到底容認できるものではない。

（3）後期高齢者診療料
一人の主治医にだけ医学管理料を支払うとい

う後期高齢者診療料は、人頭払いを常態化し、
包括医療に導いて医療費をコントロールしたい
という意図を強く感じさせる。全国の都道府県
医師会、地区医師会の算定地域から拒否反応が
出ており、今回の廃止に至ったのは当然の奇策
であろうと思う。

（4）軽微的処置の基本診療料への包括評価（耳
鼻咽喉科・眼科・皮膚科）

（5）後発医薬品への使用促進について
（6）DRG/PPSの一部導入について

平成20年度の診療報酬改定で15歳未満の鼠
径ヘルニア手術に係る5日以内の入院を対象と
して、従来の方式に代わって、DRG/PPS

（Diagnosis Related Groups/Prospective
Payment System）方式が採用された。

DRG/PPS方式の導入にかかる問題点を以
下に指摘する。

①手挙げ方式ではないこと（全ての医療機関
で対象患者に対し算定しなくてはいけない）。

②在院日数の過度の短縮化が進み医療の安全
性に問題が生じ、合併症への対応が不十分
になることが危惧される。

③今後さらに対象疾患が拡大されると、入院
医療のあり方自体が変化してしまい、国民
に対する医療提供の制限につながることが
危惧される。

（7）有床診療所の入院基本料について

4．特記事項
◆政管健保に対する平成20年度国庫負担金の
健保組合等による負担のための特例法案の不
成立について
勤務医支援の財源には1,500億円が必要である。
健保組合は750億円、共済組合は250億円を

政府管掌の肩代わりとする代わりに診療所側も
外来管理加算等で妥当な処置をしていただきた
いというものである。

いわゆるねじれ国会のために不成立になった
ものであり、診療所の立場から言えば、空手形
を切られ、それが不渡りになったに等しい。

従って、公益側や1号側の後付的意見の一切
を本委員会としては受け入れられないという答
申である。

【次期（平成22年度）診療報酬改定に対する要
望書・最重点・優先要望項目】
平成22年度診療報酬改定に対する要望を実
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現するためには「医療を立て直すための財源の
確保」が必要不可欠である。

国民の生命を軽視した医療費抑制政策により
「医療崩壊」といわれる状態に立ち至っており、
とりわけ救急医療、周産期医療、小児医療など
は非常に厳しい状況である。

国は、国民に必要な最低限の社会保障は責任
を持って維持するとの立場がとられるべきであ
り、そのため必要な財源が確保されなければな
らない。
＜最重点要望項目＞
○初診料、再診料の適切な評価（引き上げ）
○外来管理加算の見直し（特に時間要件の廃止）
○入院基本料の適切な評価（引き上げ）
○救急医療、二次医療を担う地域中核病院
（DPC病院を含む）や中小病院への配慮

○後期高齢者診療料の廃止
○基本診療料に包括されている各種処置料の

復活
○7種類以上の薬剤の投薬に係る薬剤料、処方

料、処方せん料逓減の廃止
○短期滞在手術基本料3（DRG/PPS）の廃止
○特定疾患療養管理料の対象疾患の拡大・算定

要件の見直し
○急性期病棟における介護（看護補助）加算の

拡大と看護基準の柔軟な運用
＜優先要望項目＞
◇入院基本料等加算における救急搬送加算の

新設
◇A103 精神病棟入院基本料の引き上げ
◇A108 有床診療所入院基本料の引き上げ
◇A307 小児入院医療管理料の増点
◇有床診療所回復期リハビリテーション病室入

院料の新設
◇B001－2 小児科外来診療料の引き上げと

対象年齢の拡大
◇ C106 在宅自己導尿指導管理料における
「在宅排尿指導管理料」への名称変更と区分
の追加

◇長期処方を原則1ヶ月に制限する
◇手術時に使用する医療材料・ディスポ製品の

正当な評価
◇M001 体外照射「3 高エネルギー放射線

治療」の点数引き上げ

②「現在の診療報酬における問題点とその
対応」

諮問②については、答申前の段階と言う事も
あり、討論した項目と独自でのメモを基に簡単
に報告された（下記を参照）。詳細は答申書が
出来次第ご確認をお願いしたい。
1．政策的課題

1）医療費総枠に関する総論
2）「保険」か「税」か
3）国民（患者）負担について
4）国民（患者）の視点からみた現在の医療

について
5）「病院」と「診療所」のあるべき姿
6）新たな「診療報酬体系」の構築

①関係職種の特性の考慮
②「分かり易さ」の必要性
③複数の体系とすることの是非
④「真に必要な医療費」の算出の検討

7）その他

2．技術的課題
1）医療費の配分に関する総論
2）「技術」と「もの」
3）「出来高」と「包括」
4）「入院（病院）分」「外来（診療所）分」
5）「基本診療料」と「特掲診療料」
6）「新設すべき項目」の検討

3．中医協について
前文
1）診療側からみた中医協のあり方
2）具体的交渉における問題点
3）「現場の意見」を反映させるには？

（2）地域医療対策委員会
安里哲好　委員（沖縄県）

当委員会については、唐澤会長より諮問され
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た事項の検討経過について、答申書（案）を基
に報告された。

スライドでは、諮問事項検討経過の前に「医
師確保のための実態調査結果」による医師の充
足・不足等について説明が行われた。

【医師確保のための実態調査結果：日医定例記
者会見2008年12月】
○都道府県別の医師の充足・不足

・病院医師について、42 都道府県医師会
（89.4％）が不足（やや不足・不足）。

・診療所医師について、18 都道府県医師会
（38.2％）が不足。

○二次医療圏別の医師の充足・不足
・病院医師について、28 1 二次医療圏
（83.9％）で不足（やや不足・不足）。

・診療所医師について、129 二次医療圏
（38.5％）で不足。

○医師の偏在
・36都道府県（76.6％）が医師の偏在があ

るとしている。
・219 二次医療圏（65.4 ％）で医師の偏在

があるとしている。
○診療科目別の医師不足

・都道府県、二次医療圏ともに産科・産婦人
科、小児科、救急医療、麻酔科が多くあげ
られた。

○医学部定員の過去最大規模への増員について
の是非
・36 都道府県医師会（76.5 ％）で「賛成」
「どちらかというと賛成」である。ただし、
財源の投入、診療料・地域偏在の解消、女
性医師離職問題の解決等とセットでなけれ
ばならない。

【諮問事項】：「地域社会の医療ニーズと医療提
供体制の在り方」

Ⅰ．医師確保対策
1．医師の養成について
○日本医師会は「グランドデザイン2009」に

おいて

・医師数は1.1～1.2倍が妥当であるとして
いる。

・医学部教育及び臨床研修制度の一環とした
改革が必要。

○2008・2009年度と2回に亘り医学部定員増
が実施された。

○民主党マニフェストでは、医師養成数を1.5
倍にすると公約された。

（1）医師数の現状
＜医学部定員数＞

2007年度（7,625人）→2010年度（8,846
人） ※1,221人増

過去最大増である 1982 年の 8,280 人より
566人増。
＜医師数＞
○医師数を1.2倍にすると

2006 年度（277 ,927 人）→ 2019 年度
（333,512人）

2025年度には、OECD加盟諸国平均（医師
数3.0人／人口1,000人）となる。

（2）医師の養成数増のあり方
①「ベビーブーム世代」が医学部を受験した

時期の定員数
269.6万人に対して3,500～4,000人程度、

18歳人口の約0.15％
＊仮に医学部定員数を1.5倍の約1.2万人と

すると
②2007年（出生時：110.1万人）、18年後

18歳人口の約1.09％
③2017年（出生時：83.6万人）、18年後18

歳人口の約1.44％（①の約10倍）
④過剰供給が問題視されている歯科医師を例

にとると1998年以降、10％程度の削減に
対して2％にとどまっている

（3）臨床研修（初期、後期）について
①2004年度の新医師研修制度は、現在の医

師不足や指導医を含む勤務医の過酷な勤務
環境等を顕在化させたが、その見直しに当
たっては、同臨床研修制度導入の成否を検
証の上、臨床研修制度だけでなく、在学時
から卒後に至る一貫した医学教育全体の観
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点から、検討するべきである。
②日医グランドデザイン2009および全国医

学部長病院長会議による提言
CBT（Computer Based Testing ）、

OSCE（Objective Structured  Clinical
Examination）に合格した者に「仮免許」を
与え、国民の納得を得てある程度の診療行為
を可能にする。
③臨床研修病院群の適切な編成

日医グランドデザイン2009においても推
奨されている医師は地域で育てるといった観
点から「地域医療研修ネットワーク」による
編成が理想的であるが要検討。

（4）メディカルスクールについて反対としてい
る。また、新たな医科大学の設置及び医学部
の新設については、必要性を認めないとして
いる。

（5）医師養成に対する公的支出について、医学
教育を含む高等教育費への公的財政支出の対
GDP 比（0.6 ％）は OECD 加盟諸国でも

（平均1.3％）最低。
（6）医師確保に対する財源確保

①地域医療に貢献している民間病院に対して
も充実した財政支援が必要。

②救急医療・へき地医療等の重要な担い手で
ある診療所への財政支援も必要。

2．医師の偏在解消に向けて
（1）医師の偏在の対策とプロフェッショナル・

オートノミー
①医師会は、高度な専門性と倫理性が求めら

れる職業である医師によって構成され、か
つ自律性を持つ集団として、国家の関与に
よらず、自らの決定により、医師の養成や
研鑽をする義務がある。

②自由開業医制：初期診療と専門医への紹介
の実践を含む生涯教育や、医療のフリーア
クセスと表裏一体にあり、疾病の早期発
見・早期治療を始め、我が国の優れた医療
実績を守ってきた。

③都道府県医師会が主導して、都道府県で医

師養成や医師配置を考える
1）地域医療研修ネットワークの実現
2）地域医療対策協議会の活性化と人事能

力等の強化、財源確保
（2）診療科と地域の適正な医師配置についての

検討
①医師の「適正配置」とは何か

診療科や地域の偏在問題の解決に、ある程
度の実行力を持った制度と、財政的な誘導が
有効である。その是非は別として、過去の本委
員会、国の関係審議会・検討会等において出
された案・意見を基にして、医師の「適正配
置」を類型化してみると下記のとおりとなる。
②医師の教育・生涯研修を通した「適正配置」

1）大学医学部地域枠の設定
2）奨学金制度の拡充

へき地・離島や、特定の診療科・診療領
域（産科、小児、救急医療等）での一定年
限の従事を返済免除条件とした制度とする。
3）臨床研修先の制限
4）地域医療研修ネットワークの実現・拡

充を図る
5）目指す診療科の決定時期
6）総合的な診療能力を有する医師の養成

③地域や診療科ごとの「適正数」の設定
1）日本医師会において何らかの基準を示

し、郡市医師会が中心となって、算出し
て行くことも検討すべきである。

2）ドイツのように医師の適正配置を制度
化すれば、将来的に、定年制を含め保険
医の指定医を制限することにもつながり
かねない。

④医師偏在対策の視点から見た専門医制度
専門医制度により医師偏在の解消を図るの

であれば、各制度の整合性を図ることが前提
となる。それは、国の規制でなく、プロフェ
ショナル・オートノミーの視点から、日本医
師会、日本医学会、日本専門医制評価・認定
機構や各大学等による第三者的な機関によっ
て行われなければならない。

実際、種々の学会の専門医制においても方
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向が定まっていず、困難である。
⑤健康保険制度上の「適正配置」

保険医の登録については、医師と厚生労働
大臣（或いは保険者）との契約であると理解
すると、契約の条件として、地域や診療科ご
との医師の上限ワク設定や、へき地や救急医
療等での診療（実績）を求めることが考えら
れる。

1）地域や診療科ごとの「適正数」の設定
が困難である。

2）へき地や救急医療等での診療（実績）
を条件とすることは、現在、働いている
現場や患者に混乱を招きかねない問題が
ある。

3）ほぼ全ての医師に適用されるため、事実
上、国の規制による「適正配置」になる。

⑥病院や診療所の管理者の要件として、救急
医療やへき地等での診療経験の追加（同時
に、個人立診療所を開設する場合も、届出
ではなく許可制にする）諸問題が指摘さ
れ、充分な議論が必要であり、拙速は避け
るべきであることが、再認識された。

⑦地域の医療資源（医師、入院機能等）の集
約化

⑧ドクターバンクによる「適正配置」
⑨地域医療対策協議会による、医師不足の地

域への医師派遣、公的病院の医師の配置転
換などの「適正配置」

⑩あくまでも医師の自由意志による選択を前
提とした、インセンティブの付与による

「適正配置」
（3）「適正配置」を行う者

プロフェショナル・オートノミー、地域医療
の視点から都道府県医師会による主体的な関与
が望まれる。

①地域医療研修ネットワーク（日本医師会グ
ランドデザイン2009）

②大学
③地域医療対策協議会
④都道府県行政

（4）地域における医療機能に応じた分担と連携

（5）地域枠、奨学金その他、へき地離島や救急
医療等での就業を魅力的なものとするための
方策

（6）勤務医の負担軽減
（7）看護師等医療関係職種、事務職等との役割

分担
（8）総合的な診療能力を有する医師の養成
（9）住民・患者とともに考える取り組み
（10）地域の医師の充足状況の把握と公表への

取り組み

Ⅱ．次期医療法改正
1．医療圏のあり方

（1）2次医療圏の現状
①地域の医療提供体制の変化と、2次医療圏
②2次医療圏の地域特性
③「地域医療再生基金」を通じて顕在化し

た、2次医療圏の現状
④救急医療・救急搬送と、2次医療圏
⑤「4疾病5事業」と、2次医療圏
⑥「基準病床数」の単位としての2次医療圏
2．地域医療対策協議会のあり方

（1）「地域医療対策協議会」の現状
（2）地域医療対策協議会の活性化
3．地域の医療提供体制の今後

（1）地域連携
（2）病床区分の今後
（3）急性期・慢性期の入院医療体制の今後、在

宅医療との関係
（4）医療と介護との関係

【地域医療対策協議会の活性化：2007年の医療
法改正により法制化された】
①与えられた役割

※地域医療を担う医師の養成・確保
※4疾病5事業ごとの医療連携体制構築
※医療供給体制の整備

②委員の構成
③座長の所属
④協議会の権限
⑤財源確保
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印象記

副会長　玉城　信光

九医連の会議の中で今回は大変印象に残った協議会であった。福岡の横倉会長のすばらしい演
出であったと思う。次期日医会長選挙に立候補している唐澤先生、原中先生、森先生の立候補演
説があった。立候補者皆の思いは同じである。医療崩壊を食い止め、地域医療を再生させるため
には診療報酬など医療費を増やすことが求められると話し、会員の意見を十分に聞いていくこと
で日医の力を強力にしていきたいと話していた。3名の先生とも思いは一つであることが理解で
きた。

その後の懇親会に3名の先生とその応援団の先生方も加わり九医連の先生方との懇談が行なわ
れた。皆積極的に選挙運動を行なっていた。このことは何を意味しているのか。選挙でどなたが
日医の会長になっても九医連と顔の見える関係ができると言うことである。日本全国でこの様な
懇親会にできたのは横倉会長率いる九医連のみであったらしい。全国各地でこのようなことがで
きると日医の結束は強くなるであろうと予想される。また今度の選挙ではキャビネット制を取ら
ず、各候補とも全国的に優れた理事を登用すると聞いている。日医の変革の時代が到来したので
ある。新しい日本医師会に期待したいものである。

今年の協議会では日医の委員会報告がなされた。熊本の飯星先生が社会保険診療報酬検討委員
会の報告を行った。詳細は報告を参照して頂きたい。

もう一つは当県の安里先生が地域医療対策委員会の報告であった。1、医師確保対策、日医は
医師の増加は現状の1.2倍ほどで良いとのことである。2、医師の偏在にたいしては国家の関与に

⑥地域医療対策協議会の全国組織の設置

【まとめ】
1）医師数は1.1～1.2倍が望ましく、2010年

度の医学部定員数（ 8,846名）では、2025
年度前後にOECD加盟諸国平均（3.0／人口
1,000人）に達する。

2）地域単位での適正数の算出は困難だが、日
本医師会が何だかの基準を示し、郡市医師会
が中心となって算出して行くことも検討すべ
きだ。

3）国家の強制的制度による、医師の地域・専
門科の偏在の対策には慎重を要する。

4）保険医制度でもって、地域や診療科ごとに

医師の「適正数」を設定することには、定年
制も含め保険医の指定を制限することにもつ
ながりかねない。

5）諸専門医制度の意思統一はまったくなされ
ていず、専門科の偏在の対策に関しては困難
を極める。

6）病院や診療所の管理者の要件として、救急
医療やへき地等での診療経験の追加に関して
は充分な議論が必要である。

7）医師の自由意志による選択を前提とした、
インセンティブの付与による「適正配置」。

8）地域医療研修ネットワークの実現。
9）地域医療対策協議会の活性化。
10）医師確保に対する財政支援が必要。
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よらず、医師会として関与すべきである。地域枠や奨学金制度、地域医療研修ネットワークの実
現、拡充が大きな働きをするべきであるとの委員会答申であった。

沖縄県は研修制度がしっかりしており、全国的にもトップレベルに研修医の多い県である。昨
年は県医師会主催で本県のすべての研修医を招いて激励会を行ったと報告した。今後シミュレー
ションセンターなどを活用し更なる研修制度の充実を図っていくと報告していた。医師確保は結
局、地域での努力が大きいと思われる。

他に来年度は持ち回りではあるが、九医連の代表として宮城会長と鹿児島の次期会長の池田先
生が日本医師会の理事として立候補することになっている。

2年に一度の本協議会は日医会長選挙や新しい代議員、日医の理事等の選挙が大きな議題であ
った。

報　　告



フロアガイドフロアガイドフロアガイド

アクセスアクセスアクセス

会館利用に関する問い合わせ会館利用に関する問い合わせ
沖縄県医師会事務局　経理課（城間、崎原）
〒901-1105 沖縄県南風原町字新川218-9
TEL:098-888-0087/FAX:098-888-0089

沖 縄 県 医 師 会 館 利 用 の ご 案 内

2F

●会議室1～4 会議室1・2
S＝42席　T＝64席　ロ＝35席
会議室3・4
S＝36席　T＝54席　ロ＝30席 3F

●ホール （S＝144席　T＝234席）

（S＝スクール、T＝シアター、ロ＝ロの字）
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※講師プロフィール
慶應義塾大学医学部卒業後、同大学病院外

科勤務、国立がんセンター研究所病理部を経
て慶應義塾大学病院外科教室帰室。その後、
栃木県立佐野厚生総合病院外科、川崎市立井
田病院消化器科部長、同病院外科部長を兼務
し平成19 年4 月に東京海上日動メディカル
サービス株式会社医療本部第三医療部長に就
任。（消化器外科専門医）

印象的なスライドを数点ご紹介する。改めて
我々は大変な時代に面しているのだと感じさせ
られた。

医療安全並びに会員の倫理に関する講演会

常任理事　稲田　隆司

平成22 年3 月5 日に上記講演会を開催した
ので報告する。本講演会の意図は、増加する医
療事故、訴訟、クレーム、患者の権利意識の高
揚、価値観の多様化、患者と医師の伝統的信頼
感の崩壊等に対して、医療安全及び倫理の向上
に向けて有益な情報提供を行いたいという点に
あった。その為、今回は、東京海上日動メディ
カルサービス株式会社の御協力で、同社医療本
部第三医療部長の山本貴章先生をお招きし、

「事例から学ぶリスクマネージメント」と題し
て御講演を頂いた。先生のプロフィールは右記
の如くで、豊富な臨床経験に基づいた実践的な
お話しであった。

講
師：

東
京
海
上
日
動
メ
デ
ィ
カ
ル
　

サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

山
本
貴
章
先
生
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中
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地
区

北
部
地
区

会長
副会長　
副会長　
副会長　
常任理事
常任理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
監事
監事
会長
副会長　
副会長　
常任理事
常任理事
理事　
理事
理事
理事
理事
理事
理事
会長
副会長　
副会長　
副会長　
副会長　
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
監事
監事
会長
副会長　
常任理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
監事
監事
監事

大城　修
石川　清和
上地　博之
大西　弘之
鍛　司
仲村　佳久
松岡　政紀
小禄　尚
仲地　研吾
宮城　恒雄
友寄　一
高良　和代
諸喜田　林
幸地　周
平安山　英機
金城　英與
安里　哲好
中田　安彦
仲田　清剛
呉屋　五十六
松嶋　顕介
比嘉　靖
砂川　博司
新里　勇二
西平　守樹
源河　茂
町田　孝
仲地　聡
山内　英樹
久田　友一郎
仲間　清太郎
池村　剛
山里　将進
高良　聰子
新垣　義清
具志堅　政道
平良　豊
洲鎌　盛一
銘苅　晋
宮良　球一郎
多々羅　靖弘
源河　朝博
真栄田　篤彦
山城　千秋
友利　博朗
山根　邦夫
知花　朝美
玉井　修
田名　毅
白井　和美
喜納　美津男
宮城　政剛
糸数　功
玻座真　博公
平良　直樹
真志取　浩貴

大城耳鼻咽喉科医院
今帰仁診療所
大北内科・胃腸科クリニック
おおにし医院
かじまやリゾートクリニック
仲村小児科・内科・皮フ科医院
北部病院
伊佐川整形外科
なかち泌尿器科クリニック
北部皮フ科クリニック
さくら眼科
金武診療所
北部地区医師会病院
北部地区医師会病院
平安山医院
ひかり医院
ハートライフ病院
愛聖クリニック
ちばなクリニック
いとむクリニック
まつしまクリニック
東部クリニック
すながわ内科クリニック
中部徳洲会病院
西平医院
源河医院
まちだ小児科
ちゅうざん病院
同仁病院
浦添総合病院健診センター
浦西医院
池村クリニック
かじまやークリニック
たから小児科医院
まちなと小児クリニック
具志堅循環器・内科
牧港クリニック
牧港中央病院
浦添総合病院
宮良クリニック
浦添中央医院
げんか耳鼻咽喉科
西町クリニック
山城整形外科眼科医院
八重洲クリニック
松城クリニック
沖縄赤十字病院
曙クリニック
首里城下町クリニック第一
白井クリニック
きなクリニック
新川クリニック
糸数病院
玻座真内科医院
天久台病院
ましどり整形外科

0980-53-1697
0980-56-3581
0980-53-5455
0980-54-1111
0980-51-1197
0980-53-3366
098-968-3661
0980-52-5656
0980-53-3335
0980-54-4912
0980-54-5100
098-968-2145
0980-54-1111
0980-54-1111
0980-52-6895
0980-41-2221
098-895-3255
098-939-5114
098-939-1301
098-898-5856
098-958-6888
098-932-0111
098-975-2525
098-937-1110
098-896-0024
098-937-4976
098-921-7300
098-982-1346
098-876-2212
098-876-8582
098-878-7070
098-879-5762
098-871-0818
098-879-8777
098-942-1110
098-875-0007
098-871-1500
098-877-0575
098-878-0231
098-878-3311
098-877-1611
098-876-9500
098-867-0010
098-836-1100
098-861-8618
098-836-3553
098-853-3134
098-863-5858
098-885-5000
098-833-6500
098-885-4976
098-863-1511
098-863-4103
098-859-1352
098-868-2101
098-854-6215

浦
添
市

那
覇
市

役職名 医療機関名 TEL氏名

各地区医師会役員決定
各地区医師会役員が決定しましたので、お知らせいたします。なお、沖縄県公務員医師会につきま

しては、決まり次第追って掲載いたします。
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南
部
地
区

会長
副会長　
副会長　
常任理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
監事
監事
会長
副会長　
副会長　
理事
理事
理事
理事
監事
監事
会長
副会長　
副会長　
理事
理事
理事
理事
理事
理事
監事
監事
会長
副会長　
理事
理事
監事
監事
会長
副会長　
理事
理事
理事
理事
幹事
幹事
監事
監事
会長
副会長　
理事
理事
監事

名嘉　勝男
安里　良盛
照屋　勉
玉城　清酬
嘉手苅　勤
平良　博史
神谷　仁
野原　俊一
城間　寛
金城　忠雄
城間　昇
田仲　秀明
稲冨　仁
湧上　民雄
宮里　政己
嘉手納　成之
池村　眞
下地　晃
下地　輝子
稲村　達哉
宮城　博子
岸本　邦弘
竹井　太
砂川　明雄
池村　栄作
上原　秀政
金城　浩
宮良　長治
上地　国生
照屋　寛
富山　健太
仲間　健二
新村　政昇
宮良　善雄
藤井　弘人
高良　和男
石川　清司
村上　優
久場　睦夫
国吉　真行
川畑　勉
野村　謙
須加原　一博
村山　貞之
国吉　幸男
上里　博
大屋　祐輔
外間　登美子
金城　福則
石内　勝吾
金谷　文則
太田　孝男
喜屋武　幸男
田端　一彦
伊波　寛
友利　寛文
屋宜　盛秀

西崎クリニック
安里眼科
てるや整形外科
空と海とクリニック
南部徳洲会病院
与那原中央病院
かみや母と子のクリニック
介護老人保健施設東風の里
豊見城中央病院
沖縄県総合保健協会附属診療所
しろま小児科医院
田仲医院
糸満晴明病院
あがりはまクリニック
一日橋医院
かでな内科医院
池村内科医院
城辺中央クリニック
下地眼科医院
稲村耳鼻咽喉科
みやぎMs.クリニック
きしもと内科医院
うむやすみゃあす・ん診療所
おおはらクリニック
いけむら外科
上原内科医院
石垣島徳洲会病院
宮良眼科医院
かりゆし病院
てるや内科胃腸科
とみやま耳鼻咽喉科
仲間内科クリニック
にいむら内科胃腸科クリニック
宮良内科胃腸科医院
ひふ科藤井医院
高良税務会計事務所
国立病院機構沖縄病院
国立病院機構琉球病院
国立病院機構沖縄病院
国立病院機構沖縄病院
国立病院機構沖縄病院
国立療養所沖縄愛楽園
琉球大学医学部附属病院　麻酔科
琉球大学医学部附属病院　放射線科
琉球大学医学部附属病院　第二外科
琉球大学医学部附属病院　皮膚科
琉球大学医学部附属病院　第三内科
琉球大学医学部保健学科
琉球大学医学部附属病院　第一内科
琉球大学医学部附属病院　脳神経外科
琉球大学医学部附属病院　整形外科
琉球大学医学部附属病院　小児科
那覇市立病院
那覇市立病院
那覇市立病院
那覇市立病院
那覇市立病院

098-994-7831
098-994-1882
098-888-3636
098-840-2000
098-998-3221
098-945-8101
098-995-3511
098-998-9390
098-850-3811
098-889-6474
098-856-8811
098-850-7474
098-997-2011
098-882-0020
098-889-7387
098-850-5266
0980-72-3500
0980-77-4693
0980-73-2228
0980-74-1187
0980-75-0722
0980-79-0501
0980-73-3854
0980-72-9806
0980-73-6300
0980-88-7068
0980-88-0123
0980-82-3068
0980-83-5600
0980-88-1616
0980-88-8741
0980-88-8500
0980-88-7771
0980-82-4181
0980-86-7300
0980-82-5043
098-898-2121
098-968-2133
098-898-2121
098-898-2121
098-898-2121
0980-52-8331
098-895-3331
098-895-3331
098-895-3331
098-895-3331
098-895-3331
098-895-3331
098-895-3331
098-895-3331
098-895-3331
098-895-3331
098-884-5111
098-884-5111
098-884-5111
098-884-5111
098-884-5111
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平成22年4月より､沖縄県医師会共済会の担
当理事を務めることになりました照屋勉と申し
ます。前任の幸地賢治先生の業務を引継ぐこと
になりました。幸地先生のご尽力で既に代議員
会の承認も得られておりますが､これまで検討
されてきました沖縄県医師会共済会の解散につ
いて､ご報告させていただきます。

沖縄県医師会共済会は、会員の相互扶助を図
ることを目的として昭和47年7月に設立され、
これまで37年余の永きに亘り運営され会員の
福祉共済事業として寄与して参りました。

しかしながら、社会の変革等に伴い公益法人
をとりまく状況が著しく変化する中で、平成
20年12月1日に公益法人制度改革関連法が施
行され、併せて平成18年に施行された改正保
険業法等により、共済会積立金や給付金に関す
る問題等が発生し、共済会の存続の必要性も含
めて協議することになりました。

これまで福祉経営委員会（2回）で協議を行
い、地区医師会での協議結果等を踏まえ本会理
事会（平成22年1月12開催の第27回理事会）
で解散することを決定し、去る3月25日（木）
に開催された第191回定例代議員会で協議の結
果、「沖縄県医師会共済会の解散」と「共済会
解散に伴う今後の会計処理」を決議致しました。

これまで共済会会員の先生方におかれまして

は、永年に亘り沖縄県医師会共済会の運営に多
大なご協力を賜り厚く御礼申しあげます。

今後は、第191回定例代議員会の決議に基づ
き、平成22年度は別紙のとおり「沖縄県医師
会共済会解散に伴う今後の会計処理」により給
付事業、既納会費の還付に関する清算事務を進
めていくことにしておりますので、何卒ご理解
ご協力賜わりますようお願い申し上げます。

なお､傷病給付金・遺族給付金・災害給付金
については､平成22年3月31日分までを対象
としておりますが､傷病給付金については､3月
31日保険事故発生までの受理分を180日を限
度として支給することにしており､申請書の提
出については5月30日までに沖縄県医師会宛､
直接提出して下さるようお願い申し上げます。

又、本件につきまして､ご質問等ございまし
たら､沖縄県医師会共済会（098－888－0087）
までご連絡くださいますようお願い致します。

〈参考〉
※沖縄県医師会共済会規則（第2条）

本会規則第 2 条に「沖縄県医師会共済会
は､沖縄県医師会会員をもって組織し､A会員
は全員本会に加入し､B会員は任意加入とす
る」となっており､C会員の公務員の先生方
は､対象ではございませんので､ご了承下さい。

沖縄県医師会共済会解散について

理事　照屋　勉

沖縄県医師会共済会解散に伴う今後の会計処理について

1．平成21年度沖縄県医師会代議員会において､沖縄県医師会共済会特別会計は､平成22年3月31
日をもって解散する。なお､解散に伴い平成22年度は清算年度とする。

2．沖縄県医師会共済会規則を平成22年3月31日をもって廃止する。
3．新規募集は､平成22年3月31日をもって行わない。

【別紙】
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4．会費については､平成22年3月分まで徴収する。
5．傷病給付金・遺族給付金・災害給付金については､平成22年3月31日分までを対象とする。但

し､傷病給付金については､3月31日までの受理分を180日を限度として支給する。（申請書提出
は､平成22年5月30日までとする）。遺族給付金・災害給付金は平成22年3月31日以後は支給
しない。

6．還付金並びに財産処分（平成10年～21年度既納会費等残余財産）については､下記計算式に
基づき還付する。

〈会員への還付〉
①還付金（共済会規則第8条）：昭和47年7月1日から平成10年3月31日までの既納会費は､

無利子で全額還付する。
②配分額：平成10年4月1日から平成22年3月31日までの既納会費は､下記計算式に基づき

配分する。

配分額計算式
平成10年度以降既納会費×配分率－（傷病給付金+災害給付金）

③最終支給額：①と②の金額を最終支給金額とする。
（イ）共済会費を還付する場合の支給方法　　　
（ロ）共済会費を還付した場合の正味財産の状況
（ハ）配分率の決定について

会員へ傷病給付金・遺族給付金・災害給付金等各種請求交付終了後、平成22年10月に残余
財産（正味財産）を確認し､計算式に基づき配分率を算定し､支給額を決定する。尚､配分率は
福祉経営委員会で協議を行い､理事会で決定する。

7．残余財産処分後の残余金は､沖縄県医師会に寄付する。

公益法人制度改革と共済会特別会計の問題点

（1）公益法人制度改革について
平成20年12月1日公益法人制度改革関連法が施行され､これまでの社団法人・財団法人（民法

34条の公益法人）は特例民法法人となり､平成25年11月30日までの期間（5年内）に､公益社
団・財団法人または､一般社団・財団法人への移行手続きを行わなければならず､移行期間終了まで
に申請を行わなかった場合､または申請が許可されなかった場合はその法人は解散とみなされる。

（2）公益社団法人への移行と共済会特別会計との問題点
公益法人への移行は、公益認定法に基づく定款の変更と、公益認定法に規定する18項目の基準

に適合する2つの要件を充足しなければならない。その認定基準の主なものとして、①公益目的事
業比率について､公益目的事業の事業費が当該法人全体で発生する費用の50％以上を維持しなけれ
ばならない。②遊休財産について､目的の決まっていない財産（遊休財産）を持ちすぎてはいけな
い。③収支相償について､公益目的事業に係る収入がその事業の費用を超えてはならないこと等が
認定基準で示されている。

※公益社団へ移行する際の共済会特別会計の問題点
共済会特別会計の会費は､加入時点から平成10年3月31日までの会費は規定で返すことが義
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務づけられている。しかしながら、平成10年4月以降の会費については､規定により返済しない
ということになっており「積立金」として、使途目的のない「遊休財産」に該当する。

現在、共済会特別会計の積立金は2億2千9百万円で､将来的には更に増加することになる。従
って､本会が将来公益社団を目指す場合､この財産は遊休財産の対象として公益事業に当てて処理
することになる。そうなると本来会員の先生方が､共済会事業として納めた会費を公益のために
消費することになり、共済会の目的外に積立金を処分することになるので､解散を含めて検討し
ていく必要性が生じている。

（3）一般社団法人への移行と共済会特別会計との問題点
一般社団法人への移行は、一般法人法に基づき①定款の変更と､移行登記を行った時点における

財産額（医師会が持っている総資産）を､計算上一定の期間において公益目的のために段階的に使
い切るよう②公益目的支出計画を立てなければならない。

これまで公益法人として税制上の優遇等の恩恵を受けて積み上げた財産であるため､公益のため
に使用しなければならないという考えから､期間は独自に設定し財産額を使い切るよう計画書を作
成し､毎年財産額の報告を行政にしなければならない。

※一般社団法人へ移行する際の共済会特別会計の問題点
一般社団へ移行した場合でも､会員の先生方への返済を目的としていない共済会の「積立金」

は､公益目的事業に充てて消費することになり､公益目的支出計画を作成し､これを消費する計画
を作成しなければならなくなる。従って､今回の公益法人制度改革において､共済会特別会計は､
公益社団､一般社団のいずれに移行しても「積立金」を目的外に支出しなければならないという
問題が生じることから存続させるのは困難であり､解散を視野に入れて検討を行う必要がある。

（4）保険業法関連と共済会特別会計との問題点
改正保険業法（平成18年4月1日施行）は、根拠法のない共済会等について、新たな保険契約

者等の保護の施策として小額短期保険業制度を導入し、これまで根拠のなかった共済を法的に区分
することにより、規制対象となった団体は、保険業法上の「特定保険業者」と定義し、各財務局に
届出を行い小額短期保険業者として登録制にした。さらに、不特定の者を対象としていた保険会社
を免許制にした。このような動きは、本会のような根拠法のない共済会についても、改正保険業法
との整合性が求められるようになった。

さらに、本共済会のように1,000人以下で規制の対象外となっている保険業法適用除外団体につ
いては、行政当局へ届出の必要性はないものの慶弔見舞金等の給付が、「社会通念上その給付金額
が妥当なもの」として、10万円以下とすることが指針で示された。

本会共済事業の給付金額は高く設定されており、指針に示された金額との整合性から、今後監督
官庁からの行政上の指摘がなされた場合、他の事業へ移管するか若しくは解散も視野に入れて検討
する必要となった。

（金融庁：少額短期保険業者向けの監督指針：一定の人的・社会的関係に基づき、慶弔見舞金等の
給付を行うことが社会慣行として広く一般に認められているもので、社会通念上その給付金額が
妥当なものは保険業には含まれない。

上記の「社会通念上その給付金額が妥当なもの」とは、10万円以下とする。このように、保
険業法適用団体と除外団体（根拠法のない共済事業実施団体等）との整合性から金融庁の対応は
適用除外団体についても、同様な給付額で対応するよう指導をおこなうものと思われる。）

報　　告


